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中小企業等事業再構築促進補助金 

 
【サプライチェーン強靱化枠】 

 

 

【補助事業の手引き】 
 
 
 
 
 

１.0 版 
第 10 回公募 補助金交付候補者向け 

 

令和 5 年 9 月 
事業再構築補助金事務局 

 
 
 
【注】本手引きは、必要に応じて改訂されることがありますので、最新のものを本事業のポータルサ

イトでご確認ください。 

 
【個人情報保護方針】 

申請書等にご記入いただいたお名前、役職名等の個人情報は、「中小企業等事業再構築促進補助金」の事業実施の
ために使用いたします。 
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【必ずご覧ください～今回の事業実施にあたり、特に留意が必要な事項～】            

本手引きは、補助金交付候補者の採択後から事業完了までの各種手続きや準備しなければならない
資料等について解説したものです。本手引きを通じ、適正に事業を実施くださいますようお願い申し
上げます。 

一般的に、補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なる場合もありますのでご注意くだ
さい。 
 補助金交付候補者に採択されたことをもって応募申請時に計上している経費がすべて補助対象とし
て認められるわけではありません。 

交付申請時に、公募要領に記載のある補助対象経費区分に該当しない経費が計上されていると判断
された場合は、当該経費については補助対象外となりますので、あらかじめご確認の上、申請してく
ださい。 

また、個別の経費等について事前のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承くださ
い。 
 
１ 各種届及び各種申請・承認の手続きについて 

本補助金の各種申請及び承認の手続きについては、主にＪグランツを使用して行います。Ｊグラ
ンツの入力方法については、Ｊグランツ入力ガイドをご覧ください。 

Ｊグランツを使用した各種書類の申請及び承認については、下記の手続きを行います（変更する
場合は、本事業のポータルサイトにてお知らせいたします）。また、Ｊグランツ入力ガイドについ
ては、順次、更新していくこととしております。最新の情報をご確認ください。 

（１）交付申請書 
（２）交付決定通知書 
（３）補助事業計画変更（等）承認申請書（補助事業中止（廃止）、補助事業承継含む） 
（４）計画変更（等）承認通知書 
（５）事故等報告書 
（６）状況報告書 
（７）補助金概算払請求書 
（８）担保権設定承認申請書 
（９）補助事業実績報告書 
（10）補助金額確定通知書 
（11）補助金精算払請求書 
（12）財産処分承認申請書 
（13）事業化状況・知的財産権報告書 
（14）補助金交付候補者の採択辞退届出書 
（15）社名等変更届出書 
 

なお、Ｊグランツを使用して申請した手続きは、補助金交付規程で定める様式を提出したことに
なりますので、改めて様式に基づく書類での提出は必要ありません。 

 
2 補助金交付申請する際の提出書類について 
（１）すべての交付申請事業者（以下、「申請者」という）必須書類 

① 「経費明細表」 
② 見積依頼書及び見積書 

補助金交付候補者として採択された後、交付申請手続きの際には、本事業における契約（発
注）先（海外企業からの調達を行う場合も含む。）の選定にあたっては、経済性の観点か
ら、可能な範囲において相見積書を取り、相見積書の中で最低価格を提示したものを選定
（一般の競争等）してください。契約(発注)先１者あたりの見積額の合計が５０万円（税抜
き）以上になる場合は、すべての費目において同一仕様による相見積書を取る必要がありま
す。 



 

- 4 - 

相見積書を取れない場合、又は最低価格を提示したものを選定していない場合には、その選
定理由を明らかにした理由書（「中小企業等事業再構築促進補助金に係る業者選定理由書」 
＜参考様式７＞）と価格の妥当性を示す書類を提出してください。 
市場価格とかい離している場合は、認められません。したがって、申請の準備段階で、複数
者から見積書を取得していただくと、補助金交付候補者として採択された後、速やかに交付
申請の手続きを開始することができます。 

※ 経費科目にかかわらず、「見積提出のお願い（見積依頼書）」＜参考様式６＞において物件
等の仕様を確認できる書面を提示し、入手価格の妥当性を証明できるよう、必ず見積書を取
ってください。 

※ 計上するすべての補助対象経費の見積書を提出する必要があります。 
※ 契約（発注）先１者あたりの見積額の合計が５０万円（税抜き）未満の場合は、1 者の見積書

を取ってください。 
※ 契約（発注）先１者あたりの見積額の合計が５０万円（税抜き）以上の場合は、3 者以上の相

見積書を取ってください。 
※ 補助対象となる機械装置等は、単価１０万円（税抜）以上のものとします。 
※ リース会社との共同申請（以下、共同申請を行うリース会社を「共同申請のリース会社」、

リース会社と共同申請を行う中小企業者等又は中堅企業等を「共同申請の申請事業者」とい
う。）をされる場合においても、購入する機械装置・システム等の見積書が必要です。 
なお、見積書は、共同申請の申請事業者宛に作成されているものが必要です。 

※ 交付申請日に有効な見積書の提出が必要です。（事前着手届出が受理されている申請者は、
令和４年１２月２日以降有効であることが必要です。） 

※ 中古品を購入する場合、型式及び年式が記載されており、性能が同程度であると確認できる
古物商の許可を得ている中古品流通事業者からの 3 者以上の相見積書が必要です。（業者選
定理由書では代用できません。） 

※ 事前着手届出が受理された申請者も見積依頼書、見積書及び相見積書の提出は必要です。 
※ 見積書が外国語の場合は、和訳も必要です。 
③ 建物費、機械装置・システム構築費の追加書類 
※ 建物費を計上する申請者は相見積書とともに設計図書・配置図等を提出してください。 
※ （建物の改修の場合は見取図を提出してください。）機械装置・システム構築費を申請する

場合、価格の妥当性を証明するパンフレットなどを提出してください。 
※ 機械装置を海外購入する場合は、換算に用いたレート表（公表仲値）を提出してください。 

  ※ ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積書は認められません。 
発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として採択取消又は交付決定取消となります。 

④ 「取得財産に係る誓約書」＜参考様式 21＞ 
 
（２）該当申請者のみ必須書類 

 ① 補助金交付候補者の採択発表時に事務局より提出を依頼した宣誓書類等 
※ 補助金交付候補者の採択発表時に、事務局から個別に宣誓書類等の提出を依頼された事業者

は、指定された書類等を提出してください。 
 ② 共同申請のリース会社が作成した「共同申請にかかる確認書」＜参考様式２５＞ 

※ 共同申請の申請事業者は提出する必要があります。 

※ リース料軽減計算書 
・（公社）リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」（事業者名） 

※ リース取引に係る宣誓書（リース会社名） 
・リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書 

   
 

3 建物費について 
※ 専ら補助事業のために使用される工場その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・ 

改修に要する経費を補助対象とします。 
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建物の建設・改修等については、以下の事項に留意してください。 
（１）専ら補助事業のために使用される工場とは、日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０

５号）に掲げる製造業の用に供される施設を指します。 
（２）建物費だけでの申請は認められません。 
（３）工事業者等に進捗状況を確認するなど、補助事業実施期間の範囲で事業を実施してください。 

なお、事前着手届出が事務局により受理された申請者は、令和４年 12 月２日以降に購入契約
（発注）等を行った事業に要する経費を補助対象とすることができます。 

（４）工事業者等からは必ず見積書、相見積書、工事請負契約書等を受領してください。 
（５）万一、補助事業完了期限日までに工事が完了しない等の事情が判明した場合は、速やかに事務

局まで連絡してください。 
（６）事業再構築補助金では、補助事業により整備した施設等の財産に対して、根抵当権の設定を行

うことは認められません。建物の建設予定地に根抵当権が設定され「追加担保差入条項」が設
定されている場合には、補助事業により新築、改修等を行う建物に対して新たに根抵当権が設
定されることとなり、補助事業として遵守していただくべき事項に違反が生じます。 

   このため、補助事業の遂行に当たっては、権利者である金融機関等により建物部分に係る根抵 
当権を設定する義務の免除についての同意を得ていただく必要があります。 
※ 財産処分の制限期間中は、上記（５）の事項の対応が必要となります。 

 
４ 機械装置・システム構築費等について 

※  生産のための機械装置の導入を必須とします。 
※ 補助事業実施期間中のリース・レンタルに係る借用のための経費は原則対象になりません。

発注する機械装置・システム等の納入の際は、以下の事項に留意してください。 
（１）メーカー等に進捗状況を確認するなど、補助事業実施期間の範囲で事業を実施してください。 
   なお、事前着手届出が受理された申請者は、令和４年１２月２日以降に購入契約（発注）等を

行った事業に要する経費を補助対象とすることができます。 
（２）メーカーからは必ず見積書・受注書・契約書等を受領してください。 
（３）補助対象となる機械装置等は、単価１０万円（税抜き）以上の製品（値引後の価格）のものと

します。 
（４）導入設備の先進性要件の導入効果については、設備１つ１つの効果を記載することまでは求め 

ません。すべての機械装置でまとめて性能や効能を説明する形でも構いませんし、機械装置の
特性的に分けて記載する方が望ましい場合は、分けて記載してください。 

（５）万一、補助事業完了期限日までに納入が完了しない等の事情が判明した場合は、速やかに事務
局まで連絡してください。 

（６）事業再構築（国内回帰）により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はあり
ません。詳細は、事業再構築指針、事業再構築指針の手引き及び公募要領（サプライチェーン
強靱化枠）を参照してください。 

 
【お問い合わせについて】 

交付申請予定者又は補助事業実施者によるお問い合わせのみ対応いたします。外部支援者等から
のお問い合わせには対応できかねます。 
なお、ご質問に対しては、書面形式での回答は行いませんので、あらかじめご承知おき願います。 

 
 
【お問い合わせ先】 

○ 交付申請等に関する不明点は、事業再構築補助金事務局コールセンターまでお問い合わせくだ
さい。 
問い合わせが集中した場合には、回答に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。 
 
 

＜事業再構築補助金事務局コールセンター＞  
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受 付 時 間:９:００～１８:００（日・祝日を除く） 
電 話 番 号:＜ナビダイヤル＞０５７０－０１２－０８８ 
        ＜IP電話用＞  ０３－４２１６―４０８０ 

   
※ 補助金交付にあたって、実施する事業内容や経費等に関して確認を行うため、事務局より連絡を

させていただく場合があります。また、交付決定にあたって必要な添付書類等に不足・不備があ
る場合は、追加・修正等を依頼することがあります。 

 
○ 事務局コールセンター及び職員の不適切な対応、申請支援者とのトラブルについての通報、本

補助金の不正利用や要件違反に関する内部告発等については、以下の窓口まで連絡してくださ
い。なお、公益通報者は公益通報者保護法に基づき適切に保護されます。 

 
＜トラブル通報窓口＞  

    受 付 時 間:９:００～１８:００（土日祝日を除く） 
    電 話 番 号:０３－６８１０－０１６２ 
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～補助事業者のみなさまへ～                             

中小企業等事業再構築補助金（以下「本事業」という。）は、以下の法律や規程のもとに運営され
ています。 

 
・「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正 

化法」という。） 
・「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和３０年政令第２５５号） 
・「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」（平成１４年法律第１４７号） 
・「中小企業等事業再構築促進補助金交付規程」（以下「交付規程」という。） など 

 
補助事業者のみなさまが事業を適正に遂行されますよう、これら規程等を補助事業者用に編集し、

「手引き」としてまとめました。 
経理担当者及び補助事業従事担当者の方は、「手引き」を熟読した上で、補助事業を実施していた

だくようお願いします。 
 
本事業は、経済産業省で定めた「中小企業等事業再構築促進補助金交付要綱」第９条に基づき、独

立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という。）が基金の造成を行い、事業再構築の
支援を行うものです。 

 
申請者は、事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があ

ります。事業計画の作成にあたり、検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む
外部機関の助言を受けることは差し支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。作成
自体を外部機関が行うことは認められません。 

 
また、補助金の申請を担当する者は、申請者自身又は申請者が雇用する従業員でなければならず、

認定経営革新等支援機関を含む外部機関の者を担当者として申請することはできません。申請者自身
又は申請者が雇用する従業員以外の登録があった場合、補助金の申請にあたって、「虚偽の申請によ
る不正受給」として、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加
算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。また、悪質な不正行為が発覚した場合については、
事業者名や不正内容を公表します。交付決定の取消を受けた者は、不正内容の公表等を受けることや
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 29 条に基づき、5 年以下の懲役若しくは 
100 万円以下の罰金又は両方に処せられる可能性があります。 

 
補助事業終了後、会計検査院による会計実地検査が実施されることがあります。検査の際に違反行

為や不適切な経費使途等が明らかになった場合には、加算金を付した上、補助金の返還等の措置がな
されるとともに、不正を行った補助事業者名が公表される場合があります。 

更に、悪質性が認められた事案については、違法行為として告訴される場合もあります。 
 
補助事業者は、法令及び規定を遵守し、定められたルールに従って補助事業を進めてください。 
また、特に次の４点に留意してください。 
 

① 事業計画に沿った補助事業の遂行 
② 補助事業計画変更の際の事務局への早期の相談 

（機械装置等の変更、補助事業実施場所の変更等） 
③ 補助対象設備、証拠書類（伝票等）の適切な管理 
④ 申請書、報告書類等の迅速な提出 

 
補助事業終了後も、補助事業により取得した財産管理や毎年の事業化状況等報告等、必要な手続き

があります。 
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その他、事業の遂行状況、データの把握、成果調査や事例集の作成等を事務局から依頼する場合が
ありますので、その際は、ご協力をお願いします。 
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１ 補助事業者の義務 
本事業に補助金交付候補者として採択された事業者は、事務局が実施する補助金交付候補者向け

説明会に参加しなければなりません。当該説明会に参加しない申請者の交付申請は受け付けませ
ん。 
 
本事業の交付決定を受けた補助事業者は、以下の条件を守らなければなりません。 

（１）補助事業実施期間中 
ア 補助事業者情報の変更 

補助事業実施期間中に、法人、会社住所（本店所在地）、代表者、法人組織の変更等が発生 
した場合は、直ちに事務局に届け出なければなりません。 
（事務局は、常に最新の補助事業者情報を承知している必要があります。） 

※ 事務局からの重要なご連絡が、届かないという事象が発生しているため、登録されている 
メールアドレスの変更等も必ず事務局に届け出てください。 

イ 計画変更等 
交付決定を受けた後、本事業の補助対象経費の区分ごとに配分された額若しくは補助事業に

より取得するとしていた補助対象物品、提供を受けようとした役務等（ただし、単価５０万円
（税抜き）以上のものに限る。）を変更しようとする場合又は本事業を中止、廃止若しくは他
に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。承認が得られ
ていない経費については、補助事業終了後の確定検査において補助対象経費の対象外となりま
す。なお、本事業では、応募申請時の事業計画内容の審査を経て補助金交付候補者の採択を決
定するものであり、成果目標、事業の主旨・目的等が変更される計画変更は認められません。 

（例:特段の理由なく、建物の建設場所を変更することで商圏が変更になる場合など。） 
ウ 担保権の設定 

補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、事前
に事務局の承認を得なければなりません。 

エ 状況報告書 
補助事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは、速

やかに状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。 
オ 補助事業実績報告書 

補助事業を完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日又は補助事業完了期限
日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。 

補助事業実施期間の終了日は、交付決定通知書記載の 補助事業完了期限日 をご確認くださ
い。 

カ 実地検査 
本事業の進捗状況等の確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。この検査の結

果、補助金交付額の減額等の指示がなされた場合は、必ず、これに従わなければなりません。 
（２）事業計画期間中 

※ 補助事業完了期限日の属する補助事業者の決算年度（以下、「補助事業終了年度」とい
う）から 5 年間 

ア 補助事業者情報の変更 
  事業計画期間中に、法人、会社住所（本店所在地）、代表者、法人組織の変更等が発生した

場合は、直ちに事務局に届け出なければなりません。常に事務局には、最新の補助事業者情報
が報告されていなければなりません。 
※ 事務局からの重要なご連絡が、届かないという事象が発生しているため、登録されている

メールアドレスの変更等も必ず事務局に届け出てください。 
イ 実地検査 

補助事業終了後にも、補助金を活用して建設した建物、機械装置等が事業計画で示された目
的どおりに活用されているかなどの確認を目的として、会計検査院や事務局が実地検査に入る
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場合があります。この検査の結果、補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、必ず、これ
に従わなければなりません。 

 
ウ 事業化状況・知的財産権報告 

補助事業終了年度を初回として、以降５年間（合計６回）、１年間の事業化の状況や付加価
値額の増加状況等について、事業化状況・知的財産権報告書により報告するとともに、本事業
に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が速やかに行われない場
合には、交付決定を取り消し、補助金の返還等を求めます。 

エ 書類・取得財産等の管理 
本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業完了

後５年間保存しなければなりません。（事業計画期間が３年又は４年の場合であっても、証拠
書類は５年間の保存が必要です。） 

また、取得財産を財産ごとに見た場合、５０万円（税抜き）以上の建物、機械装置等の財産
又は効用の増加した財産（処分制限財産）は、原則として処分制限期間が終了するまで管理し
なければなりません。 

（注）処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５
号）を準用します。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とします。 

オ 財産処分 
処分制限財産を処分制限期間内に処分（補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸

付、担保に供する処分、廃棄等）しようとするときは、事前に事務局の承認を得なければなり
ません。事前の承認を得ずに財産処分した場合は交付決定が取り消される場合があります。 

財産処分を行う場合、見積額（譲渡等による処分時に、３者以上の業者から処分価格の見積
書を取得した場合は、見積価格の最も高い額）又は、残存簿価相当額を基に所定の計算式によ
り算出した金額を処分制限財産に係る補助金額を上限として納付しなければなりません。 

 
※  共同申請のリース会社による処分には、以下を含みます。  

・リース契約の途中終了 
 ・リース機器を共同申請の申請事業者が補助事業以外で使用するに至った時 

カ 収益納付 
事業化状況等報告の内容から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定

及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受
領した補助金の額を上限として、収益納付をしなければなりません。 

ただし、事業化状況報告の該当年度における決算時の会社全体の経常利益が赤字の場合は該
当年度分の収益納付は免除されます。なお、事業化状況報告における経常利益には、営業外収
益を含めません。そのため、決算書の数値と異なる場合があります。 

キ 成果目標未達の場合の留意点 
【給与総額増加要件】 

補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終
了後の 3～5 年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で 2％（賃上げ加点を受ける事業
者は 3～5％)以上増加させる計画を作成し、適切に実行いただく必要があります。正当な理
由無く、上記の水準に達していなかった場合には、その事業者名を公表します。 
【事業場内最低賃金要件】 

既存の事業場で補助事業を実施する場合:応募申請時に、交付決定時点の事業場内最低賃
金が、補助事業を実施する都道府県の地域別最低賃金より 30 円以上高くなることを達成する
旨の「事業場内最低賃金要件に係る雇用計画の誓約書」を提出していただいていますが、確
認のため、交付申請時に「賃金台帳」等の提出を求め、要件を満たさない場合には、交付決
定されません。 

新たな事業場で補助事業を実施する場合:応募申請時に、事業完了時点の当該新事業場内
最低賃金が、補助事業を実施する都道府県の地域別最低賃金より 30 円以上高くなる雇用計画
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を示し、それを達成する旨の「事業場内最低賃金要件に係る雇用計画の誓約書」を提出して
いただいていますが、確認のため、実績報告時に「賃金台帳」等の提出を求め、要件を満た
さない場合には、補助金の交付は行われません。 

 
ク 中止（廃止）の届出 
  事業計画期間中に事業計画を中止、又は廃止しようとするときは、所定の様式をもって事前

に事務局に届け出なければなりません。 
 

２ その他 
（１）複数の事業者が連携して事業に取り組む場合、かかる事業者すべての交付申請書の提出を確認

できた時点で、当該申請の内容を審査します。該当の事業者間で連携を図り、交付申請をしてく
ださい。また、補助金交付候補者の採択公表後又は交付決定後に連携体を構成する事業者のうち
一部が補助事業から撤退するなどの理由により、補助事業の遂行が困難と判断される場合は、補
助金交付候補者の採択、補助金交付決定の取り消しを行う場合があります。 

（２）交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）を減額して記載しな
ければなりません。 
※ 事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、本事業に係る課税仕入

に伴い、消費税等の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しない
よう、課税仕入の際の消費税等相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減
額しておくこととします。この消費税等相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 

（３）補助事業者は、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に
拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めてください。 

（４）本事業を実施することにより知的財産権が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰属しま
す。 

（５）補助金の支払いについては、原則として、補助事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受
け、補助金額の確定後の精算払となります。なお、必要があると認められる経費については、事
前に事務局の承認を得たものに限り、概算払を受けることができます。 

   また、補助金は、経理上支払いを受けた事業年度における収入として計上するものであり、法
人税等の課税対象となります。 

（６）本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合について
は、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。 

（７）補助事業者が「適正化法」等に違反する行為等（例:他の用途への無断流用、虚偽報告）をし
た場合には、補助金交付決定の取り消し・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。 

（８）本事業に関係する調査をお願いすることがあります。事業成果の発表、事例集の作成等へのご
協力をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

（９）みなし同一法人（相続等の事由による場合を除く。）について 
親会社が議決権の５０％超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、

いずれか１社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の５０％超を有する子会
社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社はすべて同一法人とみなし、このうち 1 社のみで
の申請しか認められません。 

これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請したすべての事業者において申
請要件を満たさないものとして扱いますので、注意してください。 

その他、同一法人とみなす場合は次のとおりです。 
●個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を５０％超を有する場合 
●親会社が議決権の５０％超を有する子会社が、議決権の５０％超を有する孫会社や、更にそ
の孫会社が議決権の５０％超を有するひ孫会社等 

加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所
が同じ法人についても、事業内容が明確に異なると認められない限り同一法人とみなし、その
うち 1 社のみでの申請しか認められません。本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資
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比率を変更し、申請することも認められません。過去に交付決定を受けた個人事業主が設立し
た法人についても、同様の取扱いとします。 

なお、応募申請以後に生じた事由によって、補助金交付候補者として採択された複数の事業
者が同一法人とみなされることとなった場合には、このうちの 1 社の交付申請しか認められま
せん。 

さらに、交付決定以後においても、補助事業の完了までに複数の事業者が同一法人とみなさ
れる事由が生じた場合は、このうちの 1 社以外の補助金交付決定を取り消すこととなります。 

（10）補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達、又は関係会社からの調達分（工事を含
む。）がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の
製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。この場合は、相
見積書の有無を問わず、業者選定理由書を提出してください。 
※ 補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な証憑

をもって原価として認める場合があります。 
※ システム開発など部品・資材等の原価を明らかにすることが難しく、証憑を提出できない場

合は、①100％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合は、売上総利益率相当
額、②関係会社（①以外の事業者）の場合は、営業利益率相当額を排除した金額を補助対象
とします。なお、その際は、これらを証明する、直近の損益計算書を提出してください。 

（11）本事業類型では組合特例は認められません。 
（12）交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より 30 円以上高いこと。 

※ 既存の事業場で補助事業を実施する場合:交付申請時に賃金台帳」等の提出を求め、要件
を満たさない場合には、交付決定されません。 

※ 新たな事業場で補助事業を実施する場合: 実績報告時に「賃金台帳」等の提出を求め、要
件を満たさない場合には、補助金の交付は行われません。 
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中小企業等事業再構築促進補助金に係る 
事 務 手 続 き 

 
時 期 補助事業者 補助金事務局 

 
 

令和 5 年  
９月～ 
 

 

【事前着手届出が受理されている補助
金交付候補者の場合は、令和 4 年１２
月２日以降に事業開始が可能】 
交付申請書提出 
【交付規程第６条・様式第１】 

 
 
 

  審 査 
 
 

  交付決定 
【交付規程第９条・様式第２】 

 
【補助事業実施期間中】 

 
【サプライチェーン強靱
化枠】 
交付決定日から 28 か月
以内（ただし、補助金交
付候補者の採択発表日か
ら 30 か月後の日まで） 

 
 
 
 
 

 

《交付決定後 事業の開始》 
※交付決定日より前に支出した経費は
補助対象外 
 
状況報告書提出 
【交付規程第１６条・様式第５】 
 
 
 
補助事業完了期限日 
※補助事業完了期限日を過ぎて支出し

た経費は補助対象外 
 
補助事業実績報告書提出期限日 
―会計書類・証拠書類の提出― 
【交付規程第１７条・様式第６】 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  確 認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  審 査 

【補助事業完了後】  
 
 
 
精算払請求 
【交付規程第１９条・様式第９－２】 
※補助事業実施期間中に概算払を受け

ることもできます。 

 
 

  補助金額の確定 
【交付規程第 1８条・様式第 8】 
 
 

   
 
補助金の支払い 

補助事業の完了日の属す
る年度終了後 

事業化状況・知的財産権報告書の提出
（５年間）計６回 
【交付規程第２５条・様式第１３】 
 

 

 

中 間 検 査 

確 定 検 査 
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事業再構築補助金の流れ 

※ 事前着手届出が受理された補助事業者は、この流れと異なることがあります。 
 
 
 
 

【第 10 回公募 各申請締切一覧】 
 第１０回公募 

事業類型 

 申請項目 

サプライチェーン強靱化枠 

交付申請 2026/2/3 

計画変更(等)承認申請 

事故等報告 

2026/3/21（延⾧は 3/30 まで） 

中止承認申請 

廃止承認申請 

2026/3/21（延⾧は 3/30 まで） 

 

実績報告 補助事業完了期限日 

 
＊原則として、上記申請締切日を超えて申請等を受け付けることはできません。 

やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ事務局にご相談ください。 
 
随時、ポータルサイトにて締切日を掲載しますので、確認してください。 
※ サプライチェーン強靱化枠は交付申請から交付決定までには時間を要します。まずは余裕をもっ

て交付申請をして交付決定を受けてください。 
※ 計画変更・事故等報告は交付決定以降に補助事業遂行上、発生する申請になるため、期限に留意

してください。 
なお、交付申請が遅れ、交付決定が遅れたことにより、事故等報告等の事前申請・承認を得るこ
とができなかった場合の特例対応はいたしかねます。 
いずれも時間に余裕をもって申請してください。

事
業

化
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況
報

告

初回～6回
補
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金
の
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込

審
査
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助
金
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Ⅰ．補助事業の手続き等の流れ                            
フェーズ１～補助金交付候補者の採択公表から交付決定まで～ 
（１）補助金交付候補者の採択公表 

  補助金交付候補者の採択公表日に、G ビズ ID 及びご担当者のメールアドレスにメールを送信し
ます。メール本文の電子申請システムにログインの上、補助金交付候補者の採択結果を確認して
ください。もしくは本事業のポータルサイトにて、確認してください。 

 
（２）オンライン説明会への参加 
   本事業に補助金交付候補者として採択された事業者は、事務局が実施する補助金交付候補者向け

説明会に参加しなければなりません。当該説明会に参加しない事業者の交付申請は受け付けませ
ん。説明会の詳細は、事業再構築補助金 HP を確認してください。 

 
（３）交付申請（交付規程第６条） 

全申請者は、電子申請システムにアクセスして交付申請に必要な書類である、経費明細表のダウ
ンロードを行い、添付して申請してください。その他の提出書類については、本手引きの 3 ページ
から 6 ページを確認してください。 

複数の事業者が連携して事業に取り組む場合は、(注 3) を確認してください。 
経費明細表の内容について、応募申請時以降に変更となる場合は項目及び内容を、あらかじめ事

務局へご相談ください。 
ただし、応募申請時の事業計画、成果目標、事業の主旨・目的等の変更は、認められません。 
なお、交付申請時に提出していただく添付書類に不備がある場合は、交付決定（補助事業の開

始）が遅くなりますので、注意してください。 
ア 交付申請時に申請者の補助事業情報等（代表者、社名、本社所在地等）が変更となる場合、変

更内容によっては、G ビズ ID 上での変更手続きが必要な場合があります。また交付決定後につ
いては、「G ビズ ID 引継ぎ依頼書」＜参考様式 2＞等を事務局へ提出する必要があります。 

なお、G ビズ ID の情報も変更となる場合は、本事業の電子申請システムへの連携が必要とな
ります。詳細は２4 ページ「※ G ビズ ID 情報の変更」を参照してください。 

イ 補助事業実施場所等の変更、購入費目の変更等は、事務局の審査において認められない場合が
あります。 

ウ 補助対象経費の記載に当たっては、対象となる物品等についてポータルサイトの「よくあるご
質問」等を参考にしてください。 

エ 本補助金で取得予定の財産が減価償却の対象となる場合は、耐用年数表の細目と公募要領で定
めている経費区分と一致させる必要があります。 

オ 補助事業対象とみなされない経費を計上している場合は、申請された補助金の申請額から減額
となります。 

（注１）提出する書類については、控えを経理証拠書類とともに保管・管理してください。 
（注２）補助金交付候補者の採択公表後又は交付決定後に、公募要領等の要件に対する違反が判明し

た場合は、原則として補助金交付候補者の採択及び補助金交付決定を取り消します。 
（注３）代表となる者が複数の事業者を束ねて１つの申請として応募された場合は、連携先すべての

事業者が本事業の要件を満たしているか、また、補助金交付申請があるかの確認を交付申請
時に審査します。申請書類は、連携先事業者ごとに別途必要となりますので、注意してくだ
さい。 

    なお、連携先となる事業者は、電子申請システムからダウンロードによる経費明細表の入手
ができないため、経費明細表は、代表で応募申請されている事業者様へメールにて補助金交
付候補者の採択発表後、送付しています。確認の上、取り寄せてください。 

（注 4）経費明細表作成時は、１円未満を切り捨てます。（国税通則法基本通達「第 119 条関係」の
考え方に基づく)  

（注 5）連携体申請の連携先補助事業者については、交付申請時に改めて補助対象の要件について確認
します。 
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（注６）「サプライチェーン強靱化枠」で中小企業等で補助金交付候補者として採択された事業者
が、交付申請時に中堅企業となった場合は補助率が変更となります。一方、中堅企業で補助
金交付候補者として採択された事業者が、交付申請時に中小企業等になった場合は、補助率
の変更はできません。 

（注７）見積書・請求書が外貨建てである場合、経費明細等に記載する金額は、円建てで記入してく
ださい。換算基準は、交付申請時前１か月以内の特定日とし、使用する換算レートは、公表
仲値（電信仲値相場＝TTM）を使用してください。TTM については、旧外国為替専門銀行
（東京銀行）である、三菱 UFJ 銀行公表の仲値の使用を原則としますが、取引のある金融機
関の公表仲値を使用することも可能です。換算に使用した TTM は、①年月日②公表金融機関
名を必ず明記されたものを交付申請時に提出書類として添付してください。 
（なお、事前着手届出が受理された補助金交付候補者で、交付申請時すでに支払い済の場合
は、支払日のレートを提出書類として添付してください。） 

（注８） 見積書を取得される場合は、必ず、要件・仕様等を記載した見積依頼書を提出の上、入手し
てください。そして見積依頼書は交付申請時に、他の書類と併せて提出してください。 

（注９） 見積書の中に、補助対象外の物品等が含まれている場合は、どの物品等が補助対象外である
か明記の上申請してください。（経費明細表の（E）積算基礎には、補助対象外であるものを
記載してください。） 

（注１０） 見積書についての注意点 
① 建物費、機械装置・システム構築費等における「予備品の購入費用」は補助対象となりませ

ん。また、「諸経費」「会社経費」「一般管理費」「現場管理費」「雑費」等の項目は、詳
細の記載が確認できない場合も補助対象となりません。（内訳が明記されたもので、事務局
にて内容確認を行います。その結果、補助対象外となる場合があります。また詳細を記載し
た項目においても、確定検査で補助対象外となる場合があります。） 

② 見積書に有効期限がある場合は、有効期限切れに注意してください。 
③ 見積書は、補助金交付候補者名宛に作成されているものが必要となります。リース会社との

共同申請の場合の見積書は、共同申請の申請事業者宛に作成されているものが必要となりま
す。 

④ 見積書に記載される商品名等は詳細な内容を記載するようにしてください。 
⑤ 3 者以上の見積書が必要な場合は、同一条件の内容での見積書取得が必要となります。 
⑥ 応募申請時の事業計画書に購入物品について記載があるか確認してください。事業計画書に

記載がないものは、補助対象外となります。 
（注１１）複数の事業者が連携して事業に取り組む場合、原則、連携体の変更は認められません。 

また、審査の結果、1 者でも、申請要件を満たさないと判断された場合は、原則として、連
携体全体に交付決定を通知することはできません。 

（注１2）連携体を構成する事業者の補助対象経費の審査の際、連携体の代表申請者の事業計画書にお 
いて経費の必要性が認められなければ、追加書類の提出を求めることがあります。 

（注１3）事前着手届出が受理された場合でも、必ず交付決定されるものではありません。 
また、これにより生じる損失等について、事務局は一切の責任を負いません。 

（注１4）交付決定前に、事業譲渡、会社分割等により補助金交付候補者の採択により生じる交付申請 
を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。 
 

［提出時期:補助金交付候補者の採択公表後～補助事業開始前、提出方法:Ｊグランツ］ 
 
(４) 補助金交付候補者の採択辞退届 

補助金交付候補者の採択公表日以降、交付決定前に、やむを得ない事由により、補助金交付候補
者の採択を辞退する場合は、補助金交付候補者の採択辞退届を事務局に提出してください。 

また、補助金交付候補者の採択公表後に連携体を構成する事業者のうち一部が補助事業から撤退
するなどの理由により、補助事業の遂行が困難と判断される場合は、補助金交付候補者の採択辞退
となる場合があります。 
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  ［提出期限:事由が発生した場合、速やかに 提出方法:Ｊグランツ] 
 
（５）交付決定（交付規程第９条） 

交付申請で提出された書類を事務局で審査し、内容に問題がなければ、事務局で交付決定手続
きを行います。交付決定日（「交付決定通知書」＜様式第２＞右上に記載された日時。事前着手
届出が受理された補助金交付候補者については、令和４年１２月２日以降）をもって補助事業を
開始することができます。 

（注１）交付決定日（事前着手届出が受理された補助金交付候補者については、令和4年１２月１日）
以前の契約（発注）に係る費用は、すべて補助対象となりません。 

（注２）事務局が補助対象経費の審査を行い、「交付決定通知書」を発出します。 
（注３）交付決定通知書は、J グランツのマイページから確認してください。 
（注４）共同申請の場合、交付決定通知書は共同申請のリース会社と共同申請の申請事業者の連名と

なります。 
 
（６）交付申請の取下げ（交付規程第 10 条） 

補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに
付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知
を受けた日から１０日以内にその旨を記載した書面をもって事務局に申し出る必要があります。 
 
［提出期限:交付決定通知を受けた日から 10 日以内 提出方法:Ｊグランツ] 
 
 

フェーズ２～交付決定から実績報告書提出まで～ 
経理担当者や補助事業全体を統括する方は本項を必ず熟読願います。 
ポータルサイトにある実績報告書作成マニュアルを事前にご確認ください。 
 
【重要!】物件等の入手・代金の支払い等に係る注意事項 

物件等の入手は、必ず補助事業完了期限日までに納品・検収・代金の支払いのすべてを済ませて
ください。それぞれについての詳細な注意点については、以下のとおりです。 

 
（７）物件等の入手等に係る注意事項 

 建物又は機械設備等を取得して納品・検収等を行い、補助事業者として適切に管理を行ってく
ださい。 
ア 自社で取得済みの在庫品を使用する場合は補助対象となりません。 
イ 交付申請書記載の購入予定物件等以外に、事務局の承認を得ずに購入した物件及び本事業の

目的以外で利用されている場合は補助対象となりません。 
ウ 金融機関への振込手数料は補助対象となりません。支払い時に振込手数料を受取人が負担し

ている場合も対象となりません。 
［例］機械装置 1,100,000 円（税込み）を振り込む際、振込手数料 880 円（税込み）を受取

人が負担した場合。 
補助事業に要する経費（税込み）1,099,120 円（消費税率１０％にて算出） 
補助対象経費（税抜き）     999,200 円 

※ 振込先手数料の先方負担は実質的な割引であることから、取得財産等管理台帳は、振込手数
料を引いた、999,200 円（税抜き）を記入してください。 

エ 本事業における物件等の発注先（外注先）の選定にあたっては、経費科目にかかわらず「見
積書提出のお願い（見積依頼書）」＜参考様式６＞又は物件等の仕様を確認できる書面を提示
し、入手価格の妥当性を証明できるよう必ず見積書を取ってください。また、契約先（発注
先）１者あたりの見積額の合計が５０万円（税抜き）以上の物件等を発注（外注）する場合
は、原則として書面記載の同一条件により、3 者以上の相見積書を取ってください。合理的な
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理由により相見積書が取れない場合は、「業者選定理由書」＜参考様式７＞を提出してくださ
い。 

※ 合理的な理由とは、知的財産権や独占販売権などにより販売元が限られているような場合が
客観的に分かる理由を指します。 
なお、中古品を購入する場合、型式及び年式が記載されており、性能が同程度であると確認
できる古物商の許可を得ている中古品流通事業者からの 3 者以上の相見積書が必要となりま
す。（業者選定理由書は不可です。） 
また、発注を行う場合は、「注文書」＜参考様式８＞により発注する必要があります。 

オ 海外企業から調達を行う場合も、エと同様の対応をお願いします。なお、日本語以外で作成
されている書面については、日本語訳を一緒に提出してください。カタログ、仕様書、価格表
等の証拠書類については余裕を持って入手し、不備のないように整備することが必要です。 

また、見積書・請求書が外貨建てである場合、経費明細等に記載する金額は、円建てで記入
してください。換算基準は、交付申請時前１か月以内の特定日とし、使用する換算レートは、
公表仲値（電信仲値相場＝TTM）を使用してください。なお、実績報告時では、実際の送金日
における公表仲値を用いて換算してください。TTM については、旧外国為替専門銀行（東京銀
行）である、三菱 UFJ 銀行公表の仲値の使用を原則としますが、取引のある金融機関の公表仲
値を使用することも可です。換算に使用した TTM は、①年月日②公表金融機関名が明記された
ものを必ず交付申請時に提出書類として添付してください。（なお、事前着手届出が受理され
た補助事業者で、交付申請時すでに支払い済の場合は、支払日のレートを提出書類として添付
してください。）なお、交付申請時の見積書で換算した金額に比べ、実際の支払い時に円安と
なっている場合でも、交付される金額は補助金交付決定額が上限となります。 

カ 技術導入を行う場合は、技術的課題の解決にあたり、外部の機関等が保有する知的財産権等
の導入の必要性及び価格の妥当性を勘案し、総合的に判断してください。 

キ 特注となる機械装置・工具器具・加工品については、見積書、設計図、回路図等の仕様書
（図面等）を整備してください。 

ク 建物を建設する場合は、仕様書、見積書、設計図書、建築確認申請書、検査済書等を整備して
ください。 

ケ 機械装置・システム構築費等における予備品の購入費用また諸経費等詳細が不明な経費は、補
助対象となりません。 

コ 見積書に有効期限がある場合は、有効期限切れに注意してください。 
サ 見積書は、補助事業者名宛に作成されているものが必要です。 
シ 見積書に記載される商品名等は詳細な内容を記載するようにしてください。 
ス 対象経費ごとに、設置前、設置後、納品時等の画像の提出が必要となる場合があります。 
セ 補助事業に係る物件については、「検収年月日」をもって取得年月日とします（納品年月日で

はありません。）ので、納品書に検収印として年月日及び立会者名を明記するなど、検収年月
日を明確にしてください。 

ソ 補助事業実施中に、建物、機械装置等の購入した設備については、補助事業の目的外使用をす
ることはできません。 

タ 補助金の額が、１，０００万円を超える場合は、補助事業により建設した５０万円（税抜き）
以上の建物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済への加
入を示す書類を、実績報告書と併せて提出してください。なお、小規模企業者（常勤従業員数
が製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では２０人以下、卸売業・小売業・サービス業では５人
以下の会社又は個人事業主をいう。）については、保険又は共済への加入に代わる取組をもっ
てこれを代替することができるものとし、その取組の内容を実績報告時に報告するものとしま
す。 
※ 従業員数は交付申請時のものとします。 
※ 付保割合 (「取得財産管理台帳」＜様式第 7＞に記載してある単価に対する割合） 

中小企業者等 ３０％以上 
中堅企業等  ４０％以上 

※ 加入した保険は実績報告提出時まで加入している必要があります。 
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※ 複数の保険加入の対象がある場合、それぞれに上記の付保割合を満たす保険又は共済への加
入が必要となります。 

※ 補助金の額が、１，０００万円を超える場合は、５０万円以上（税抜き）の取得財産（有
形）はすべて保険加入対象となります。ただし、システム・ソフトウェア等のシステム構築
費については加入対象外です。 

※ 包括的な保険に既に加入されている場合、補助金で取得した財産が保険の対象となっている
か事業者ご自身でも改めてご確認の上、提出してください。 

※ 共同申請のリース会社は、共同申請の申請事業者が小規模事業者であるかに関わらず、交付
決定額が１，０００万円を超える場合は、保険又は共済への加入が必要となりますのでご確
認ください 

チ 補助対象経費と補助対象外経費の双方を含む証憑の場合、又は証憑内に複数の取得財産が計上
されている場合は、値引きをそれぞれの経費の金額に対して比率按分してください。 
※ 値引きによる端数は小数点以下 3 桁まで算出してください。 

ツ 経費区分によらず、契約期間が補助事業実施期間を超える場合、按分等の方式により算出され
た当該補助事業実施期間分のみが補助対象となります。 

 
（８）代金の支払い等に係る注意事項 

ア 補助の対象となる経費とは、「本事業に必要な経費として事務局の承認を得たものであり、補
助金交付決定日（又は、補助事業計画変更承認日）以降（事前着手届出が受理された補助事業者
については、令和 4 年１２月２日以降）に契約（発注）し、かつ、補助事業終了日までに支払い
が完了した経費」のみです。したがって、補助金交付決定日（又は、補助事業計画変更承認日）
より前に発注した経費（事前着手届出が受理された補助事業者については、令和 4 年１２月１日
以前に契約（発注）した経費）、補助事業完了日より後に支払いが行われた経費は補助対象経費
として認められません。 

イ 支払いは、銀行振込の実績で確認いたします。（国内、海外問わず）経理処理の都合上、やむ
を得ない事情によりクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談してください。 

 やむを得ない事情により、事後報告となる場合は、追加提出書類および事務局より理由書の提出
を求める場合がありますので、その際はご対応いただくようお願いいたします。 
※ クレジットカード払いに伴うポイント払いについては、減算処理が必要となります。 

利用したポイントと実際に支払った金額の記載がある明細等の書類を追加提出していただく
必要がありますので整備してください。 

ウ 現金払い、他の取引との相殺払による支払い、手形による支払い、手形の裏書譲渡、小切手、
ファクタリング（債権譲渡）による支払い、補助事業実施期間内に契約が完了しない割賦による
支払いは行わないでください。前記の支払いについては、いかなる事情でも一切認められません
のでご注意ください。 

エ 銀行の振込実績（振込日、振込先、振込金額）が確認できる、伝票類と一緒に保管してくださ
い。 

オ 会計実務の処理に当たっては、「費目別支出明細書」＜参考様式１８＞に加え 
「預金出納帳」等、「各種元帳」＜参考様式１９＞を整備してください。 

※ 補助事業に係る経費とそれ以外の経費のいわゆる混合払いは行わないでください。 
※ 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等（消費税等を補助対象経費に含めて補助金

交付申請額を申請する「免税事業者及び簡易課税事業者の単独申請者」を除く。）は補助対
象経費から除外して算定してください。 

カ ポイント・クーポンでの支払いは原則認めません。 
キ 補助事業者が、直接契約先に代金を支払わず、第三者を経由して立替払いを行った場合は、

必ず補助事業期間内に第三者との間の精算を完了させてください。補助事業期間内に完了し
ない場合、当該経費は補助対象外となります。 

 
（９）補助対象外経費（以下の経費は補助対象となりません。） 
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見積書に諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等の詳細について確認できない項
目がある場合は、補助対象とはなりません。詳細を表記するようにお願いします。 
ア 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 
イ フランチャイズ加盟料 
ウ 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費（クラウドサービス利用費に含まれる付

帯経費を除く。） 
エ 商品券等の金券 
オ 販売・レンタルする商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新

聞代、書籍代、団体等の会費、販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達
に係る経費 

カ 飲食、娯楽、接待等の費用 
キ 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両（事業所や作業所内のみで走行し、自動車登

録番号がなく、公道を自走することができないものを除く。）、船舶、航空機等の購入費・
修理費・車検費用 

ク 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための 
弁護士費用 

ケ 日本国等が行う一定の事務に係る役務に対する手数料（例:登記、登録、特許、免許、許
可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等） 

コ 収入印紙 
サ 振込等手数料（代引手数料を含む）及び両替手数料 
シ 消費税等（消費税及び地方消費税。免税事業者及び簡易課税事業者の単独申請者を除く。） 
ス 各種保険料 
セ 借入金などの支払利息及び遅延損害金 
ソ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用 
タ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソ

フトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機・カメラ・書籍・家具・
家電等）の購入費 

チ 中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費（３者以上の中古品流
通事業者から型式及び年式が記載された相見積書を取得している場合等を除く。） 

ツ 事業に係る自社の人件費、旅費 
テ 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、又は補助事業終了後に納品、検収等を実施

したもの（補助事業者が指定した補助事業実施場所に引き渡されないもの。） 
※ 事前着手届出が受理された補助事業者は除きます。 

ト 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備（太
陽光発電を行うためのソーラーパネル等） 

ナ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）における「構築
物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費 

ニ 事業者が行うべき手続きの代行費用 
ヌ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 
ネ 技術導入費、専門家経費、運搬費（建物費、機械装置・システム構築費に計上する経費 

を除く）、クラウドサービス利用費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、 
研修費、外注費（建物費、機械装置・システム構築費に計上する経費を除く） 
※ 他の事業類型では補助対象経費ですが、サプライチェーン強靱化枠では対象外となりま 

す。 
（10）状況の報告（交付規程第１６条） 

事務局から指示があった時は「状況報告書」＜様式第５＞により補助事業の進捗状況について
報告してください。なお、事務局から指示があった場合に、既に補助事業が終了している、実績
報告書の作成に着手されている、又は概ね 1 か月以内に補助事業が終了し実績報告書を提出する
予定である補助事業者は、報告は不要となります。また、「状況報告書」＜様式第５＞とは別
に、事務局より、補助事業に係る支出状況を聴取することがありますのでご協力ください。 
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［提出時期:事務局より指示があった場合、なるべく速やかに 提出方法:Ｊグランツ］ 

 
（11）中間検査（交付規程第２０条） 

補助事業実施期間中、事務局担当者が、物品の入手・支払い・補助事業の進捗状況を確認する
場合があります。実施する場合の時期は、補助事業の進捗状況等によります。 
 

（12）計画の変更等（交付規程第１２条） 
ア 計画変更承認の申請 

補助事業実施の必要上、やむを得ず、交付規程第１２条に記載の内容（本事業の補助対象経
費の区分ごとに配分された額若しくは補助事業により取得するとしていた補助対象物品、提供
を受けようとした役務等（ただし、単価５０万円（税抜き）以上のものに限る。）の変更・補
助事業実施場所・図面の変更等）に変更が生じる場合等には、あらかじめ「補助事業計画変更
（等）承認申請書」＜様式第３－１＞を事務局に提出し、計画変更の承認を得なければなりま
せん。（事後承認はできません。事後申請の場合は、補助対象外となります。） 

また、補助事業で取得するとしていた単価５０万円（税抜き）以上の補助対象物品又は役務
等の変更において、減額となり補助対象から外れる場合も計画変更が必要となります。補助対
象経費の区分ごとに配分された額を変更（流用）する場合は、各配分額の１０％以内の流用増
減は、申請不要ですが、実績報告時には、その履歴を提示してください。 

事業計画書と経費明細表の内容について、応募申請時以降に変更となった項目及び確定した
内容があれば、補助事業者自身で、修正・追加入力をしてください。計画書につきましては、
応募申請時にご提出いただいた本文に修正は加えず、変更前後が明確に分かるように追記とい
う形で最後のページに添付するかもしくは、別ファイルでご提出ください。 

なお、計画変更に当たっては事業再構築の各類型の要件を満たしている必要があります。 
※  連携体の場合、連携体を構成する全事業者が計画変更の内容を確認・認知することが必須と

なります。代表事業者が主となって、該当の事業者間に連携を図り、計画変更申請をしてくだ
さい。 

〇 申請時に提出が必要な書類 
電子申請システムにアクセスして計画変更の申請に必要な書類である「補助事業計画変更

（等）承認申請書 別紙（新旧対比表）」＜様式第３－１別紙１＞のダウンロードを行い、
内容を確認し、J グランツに添付の上、申請してください。 
その他の提出書類については、以下を参照してください。 
・交付申請時に補助事業により取得するとしていた補助対象物品、提供を受けようとした役  

務等（ただし、単価５０万円（税抜き）以上のものに限る。）を変更しようとする場合。 
① 「補助事業計画変更（等）承認申請書 別紙（新旧対比表）」＜様式第３－１別紙１＞ 
② 見積書及び相見積書（条件は、交付申請と同条件） 

・補助事業の計画の変更の場合 
「補助事業計画変更（等）承認申請書 別紙（新旧対比表）」＜様式第３－１別紙１＞ 

・補助事業実施体制の変更  
① 「補助事業計画変更（等）承認申請書 別紙（新旧対比表）」＜様式第３－１別紙１＞ 
② 連携先事業者の承認    

  ※ 共同申請における共同申請のリース会社の変更は、認められません。 
※ 公募申請時点でリース会社との共同申請を行わなかった場合、補助金交付候補者の採 

択後に共同申請へ変更することは認められません。 
・補助事業実施場所の変更 

「補助事業計画変更（等）承認申請書 別紙（新旧対比表）」＜様式第３－１別紙１＞ 
 

   ※ 上記の書類以外にも、提出していただく書類が別途必要となる場合があります。 
※ ポータルサイトの「よくあるご質問」や「J グランツ入力ガイド」も参照してください。 

 



- 22 - 

 

［提出期限:事象判明時、直ちに 提出方法:Ｊグランツ］ 
 

イ 中止（廃止）の承認の申請 
やむを得ない事情等により、補助事業を中止又は廃止する場合には、「補助事業中止（廃

止）承認申請書」＜様式第 3－2＞に必要事項を入力の上、Ｊグランツで申請して、補助事業の
中止（廃止）の承認を得なければなりません。（事後承認はできません。） 

中止申請は、補助事業実施の一時的な中断を行うものの、補助事業実施期間内に事業を再開
し、かつ、補助事業完了期限日までに補助事業を完了することを前提として認められます。 

補助事業を中止する場合は、補助事業の再開予定日を入力の上、申請してください。 
廃止申請は、承認と同時に、補助金交付決定が取り消されるため、原則、再度本事業への応

募はできなくなります。廃止の承認を得ていた場合でも、実績報告書の提出を求める場合があ
ります。また、概算払で補助金を受け取っている場合は、補助金の返還を求めます。 
 
［提出期限:事象判明時、直ちに 提出方法:Ｊグランツ］ 

 
ウ 補助事業の承継の申請 

本補助事業は補助金交付候補として採択された事業者が補助事業を遂行すること及び、補助
対象経費により取得し、又は効用が増加した財産（取得財産等）については、善良な管理者の
注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ることが必要です。 

補助事業実施の必要上、やむを得ず補助事業の実施を他の企業等に承継する場合には、承継
する事業者が「補助事業承継承認申請書＜様式第３－３＞」に併せて「誓約書」＜様式第３－
３別紙＞等を事務局に提出し、あらかじめ事業承継の承認を得なければなりません（事後承認
はできません。）。審査に時間を要す場合がありますので、早めに申請してください。 

本補助事業を承継することができるのは交付決定以降です。交付決定前に事業承継の事実が
確認された場合は、交付決定の通知を出すことはできません。 
〇申請時に提出が必要な書類 

① 承継に関する当事者の契約書案の写し 
② 承継者の経歴及び状況を示す事業概要書（補助事業者の概要書とパンフレット） 
③ 承継者の誓約書（別紙） 
④ 承継者の登記事項証明書 
⑤ 承継者の決算関係書類（直近２年分） 
⑥ 承継者の役員名簿（法人の場合） 
⑦ 承継者が現在実施している補助事業等に関する書類（事業名、実施期間、テーマ等） 

※ ⑦は特に実施していない場合、「なし」と記載した書類を作成してください。 
※ ①～⑦の他、中小機構が必要と認めた書類の提出を求める場合があります。 
※ 補助事業者同士で事業承継する場合は、一つの事業しか実施できませんので注意してくだ

さい。 
（注）リース会社との共同申請をした事業者が補助事業の承継を行う場合は、リース契約を含め、

承継される必要があります。承継時には、計画変更申請に併せてリース契約の変更に係る書
類も提出してください。 

 
［提出期限:事象判明時、直ちに 提出方法:Ｊグランツ］ 
 

エ 破産手続き、民事再生手続き等法的整理の手続き 
    やむを得ない理由により、破産手続き、民事再生手続き等法的整理をする場合は、速やか 

に、コールセンターまでご連絡してください。 
 
（13）担保権の設定等（交付規程第 23 条第 4 項） 

（改修する建物に既に抵当権等の担保権が設定されている場合を含む。） 
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 補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前
に、事前に「担保権設定承認申請書」＜様式第 11＞を事務局に提出し承認を得る必要がありま
す。補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に納付をすることを
条件とし、認める場合があります（事後承認はできません。）。 

電子申請システムにアクセスして、担保権設定承認申請に必要な書類である、「担保権設定承
認申請書」＜様式第 11＞のダウンロードを行い、J グランツに添付の上、申請してください。 
※ 「担保権設定承認申請書」＜様式第 11＞は交付決定後、速やかに提出してください。 
※ 補助事業により建設した施設等の財産が５０万円（税抜き）未満の物件につきましては、「担

保権設定承認申請書」＜様式第 11＞の提出は不要です。 
※ 補助事業により建設した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは、認められませ

ん。建物の建築予定地に根抵当権が設定され「追加担保差入条項」が設定されている場合に
は、補助事業により新築を行う建物に対して新たに根抵当権が設定されることとなり、補助事
業として遵守していただくべき事項に違反が生じます。補助事業の遂行に当たっては、権利者
である金融機関等より建物部分に係る根抵当権を設定する義務の免除についての同意を得てい
ただく必要があります。 

※ 建物費を計上されている補助事業者で、建物の改修を計画されており、改修する建物に既に抵
当権などの担保権が設定されている場合は、改修完了までに「担保権設定承認申請書」＜様式
第 11＞を提出の上、事務局の承認を得てください。 

※ 担保権設定承認を得た後は、以下の証書等、２点の提出が必要です。 
 ・被担保権に係る金銭消費貸借契約証書の写し 
 ・当該所得財産等を目的とする担保権設定契約証書等の写し 

※ 担保権設定契約証書については、担保権設定契約証書・担保権設定契約証書（追加担保設
定）、担保権設定契約証書（共同担保設定）等、各種変更契約証書等が存在する場合は、提出
が必要です。 

※ 工事着工後、根抵当権の極度額の増額は認められません。 
※ 財産処分の制限期間中は、５ページ（３ 建物費について）の（４）の事項の対応が必要とな

ります。 
 

 ［提出期限:事象判明時、直ちに 提出方法:Ｊグランツ］ 
 
（14）概算払（交付規程第 19 条） 

ア 補助事業実施期間中、事務局が必要であると認めた経費については、概算払を行います。概
算払を受けたい場合は、「補助金概算払請求書」＜様式第９－１＞及び「概算払請求_経費明
細」＜様式第９－１別紙＞により申請してください。 
なお、以下の場合は、概算払請求はできません。 

① 補助対象経費として計上したものすべてが納品及び支払いまで完了し、かつ、事業計画の
うち補助事業実施期間内の計画内容が完了している場合は、補助事業完了となるため、速
やかに実績報告を提出してください。 

② 交付決定時（計画変更承認時）に建物費を計上されており、かつ、建物の改修であり、か
つ改修対象の建物に抵当権等の担保権が設定されている場合 

イ 概算払請求額は、補助対象経費（支払い、納品済み。）×補助率×0.9 を上限額とします。 
なお、「補助金概算払請求書」及び「経費明細表等」に加え、実績報告時と同等の書類の提

出が必要となりますので、以下の内容をご確認の上、ご準備ください。 
概算払請求の申請をされる場合は、事前に「実績報告書等作成マニュアル（J グランツに添付

が必要な証拠書類）」を必ず確認してください。 
 
① 見積依頼書（仕様書が存在する場合は、仕様書も併せて提出） 
② 見積書:発注日時点で有効期限が切れていないもの。 

（交付申請時に相見積書を提出している場合は、相見積書も併せて提出） 
③ 発注書や注文書 
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④ 請書や注文確認書、契約書 
⑤ 納品書、引渡書又は完了報告書  

補助事業者側で検収日付、検収担当者名が記載され、検収されたことが確認できるもの。 
⑥ 納品時の写真（「画像データ用台紙」＜参考様式 17＞をご使用ください。） 

購入物件ごとの納品後の写真、製造番号（シリアルナンバー）が設定されている場合は表
示部の拡大写真により、補助事業実施場所に納品されたことを確認します。 

⑦ 請 求 書 :振込先の口座の記載があること。 
⑧ 銀行の振込金受領書又は支払証明書 

取引先の口座情報、補助事業者の口座情報、振込金額、振込指定日を確認します。 
（Web 振込の場合は、代金支払い済を示す取引記録等の画面コピー） 

※ 振込手数料が先方の負担であった場合、補助対象経費は実質値引きとして取り扱います
ので注意してください。（詳細は、15 ページ（物件等の入手等に係る注意事項につい
て）をご参照ください。） 

⑨ 出納帳（「元帳（出納帳・預り金）」＜参考様式 19＞をご使用ください。）:入金確認を 
します。 

⑩ 補助事業者の通帳コピー:J グランツで登録された振込先の情報を確認します。 
表紙（口座名義、口座名義（カナ）、金融機関名、普通・当座の区分、店番、口座番号）
と対象ページ（支払日、支払い金額）を確認します。 

※ 表紙で口座名義人等が確認できない場合は、表紙裏の見開き部分もご用意ください。 
※ J グランツに登録された口座とは別口座で経費の支払いをされている場合は、両口座の通

帳コピーが必要となります。 
※ 申請事業者が法人の場合、口座名義は法人、個人事業主の場合は、事業主名の口座であ

る必要があります。 
※ 共同申請のリース会社の概算払は認められません。 

なお、概算払請求可能な回数は、１回とします。請求書類に不備が無いことが確認でき
た場合は、8 営業日程度で補助事業者名義の指定口座へ補助金を振り込む予定です。 

※ ご利用の金融機関の都合により多少前後する場合があります。 
 

［提出期限:事象判明時、直ちに 提出方法:Ｊグランツ］ 
 

（15）事故等の報告（交付規程第１５条） 
大雨、台風などの異常気象による激甚災害地域の指定、火事、地震など補助事業者の責任によ

らない事由により補助事業を予定の期間内（補助事業完了期限日まで）に完了することができな
いと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その状況となった時点で速やか
に「事故等報告書」＜様式第４＞」を事務局に提出し、指示を受けてください。その事象を証明
する書類を求める場合があります。 
 

［提出時期:事象が発生したとき、提出方法:Ｊグランツ］ 
 
（16）補助事業者情報等（社名等）の変更（交付規程第２９条） 

補助事業者の補助事業者情報等（代表者、社名、本社所在地等）が変更となる場合、変更内容
によっては、「社名等変更届出書」＜参考様式３＞等を事務局へ提出する必要があります。な
お、補助事業実施場所が本社所在地と同一である補助事業者の本社所在地変更の場合は、「補助
事業計画変更（等）承認申請書」＜様式第３－１＞の提出も必要となる場合があります。 
 また、認定支援機関要件である認定経営革新等支援機関及び金融機関の変更、補助事業終了年
度（基準年度）の変更、決算月の変更となる場合は、J グランツより提出してください。 

また、社名等変更届にて J グランツの通知先のメールアドレスを変更した場合は、既に申請済
みの他の申請においても提出可能な申請から新たに申請して頂く必要があります。 

リース会社の本社所在地、社名、代表者等の変更が発生した場合には、リース会社より J グラ
ンツの「社名等変更届」にて変更項目を申請していただく必要があります。 
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［提出期限:事象判明時、直ちに、提出方法:Ｊグランツ］ 
 
※ G ビズ ID 情報の変更 

上記の変更とともに G ビズ ID の情報も変更となる場合は、G ビズ ID のマイページの情報
を変更した後、必ず、本事業の電子申請システムへのログインが必要となります。その上で、
「G ビズ ID 引継ぎ依頼書」＜参考様式２＞と、G ビズ ID のマイページの情報変更前と変更
後かつ電子申請システムの G ビズ ID 情報の変更前と変更後のスクリーンショットの提出が必要
です。 なお、G ビズ ID のマイページの情報変更前と変更後のスクリーンショットは、メール
アドレス（アカウント ID）が確認できるものをご提出ください。 

 
（17）債権譲渡届出（交付規程第 14 条） 

交付決定後に、本補助金の交付決定債権を金融機関に譲渡し、譲渡債権の対価として資金を調
達する場合の取扱いについては、事務局に相談してください。 

 
（18）補助事業の完了（交付規程第 17 条） 

補助事業の完了とは、原則として、交付申請書に記した事業計画に基づく設備投資のほか、購
入物品等の納品・検収・支払い等の事業上必要な手続きがすべて完了していることを指します。 

（注１）期限内の事業完了が難しくなった場合は、速やかにコールセンターにご連絡願います。 
（注２）リース会社との共同申請の場合、共同申請の申請事業者の補助事業完了をもって、共同申請

のリース会社の補助事業完了とみなします。 
 
（19）実績報告書（交付規程第 17 条） 

補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、その日から起算して３０日
を経過した日又は補助事業完了期限日のいずれか早い日までに、補助事業の実施結果を記した
「実績報告書」＜様式第６＞及び＜様式第６別紙１～別紙４＞に併せて、必要な書類を事務局に
提出していただきます。 

提出が必要となる書類については、以下の記載事項を確認し、準備してください。 
この際、概算払で必要な書類に追加して、①から⑥の書類が必要となる場合があります。 

① 預金出納帳、現金出納帳 
② 補助対象物件受払簿 
③ 取得財産等がある場合は、「取得財産等管理台帳」＜様式第７＞ 
④ 専門家経費がある場合は、「専門家就任承諾書」＜参考様式 10＞「専門家業務報告書」

＜参考様式 11＞「預り金元帳」＜参考様式 19＞「納付書コピー」等 
⑤ 旅費が発生した場合は、「旅費明細書、宿泊証明書」＜参考様式 13、14＞ 
⑥ 「生産（増産）要請に関する証明書（様式Ａ又は B）」 
⑦ 新たな事業場で補助事業を実施する場合:賃金台帳 

※ 詳細は、別途実績報告マニュアルがあります。本事業のポータルサイト「補助金交付候補 
者として採択された事業者向け資料」より「実績報告書等作成マニュアル」をご確認くだ 
さい。 
補助事業完了期限日までに「実績報告書」が提出されない場合は、補助金の支払いがで 
きませんので、早めに準備し、補助事業完了期限日までに提出してください。 

（注１）実績報告時に、必要書類として本事業に係るすべての経理証拠書類の写しを提出する必要が
あります。 

（注２）見積依頼日から補助事業終了日まで、それぞれの段階において日付の整合性がとれているか
確認してください。整合性がとれない費目については、補助対象外とする可能性がありま
す。ただし、契約上、着手金、中間払いなど先払いが発生している場合、契約書等にその記
載を確認できる場合は、請求日・支払日が納品日より前でも問題ありません。 
見積依頼日 ≦ 見積発行日 ≦ 注文日 ≦ 受注日 ≦ 納品日（検収日）≦ 請求日  
≦ 支払日（振込依頼日ではない）≦ 補助事業完了日  



- 26 - 

 

（注 3）リース会社との共同申請の場合、リース会社との連名で共同申請の申請事業者が実績報告を提
出してください。 

［提出期限:補助事業の完了日から起算して３０日を経過した日 
又は補助事業完了期限日のいずれか早い日、提出方法:Ｊグランツ］ 

 
 
フェーズ３～実績報告書提出後～ 
（20）確定検査（交付規程第１８条） 

「実績報告書」の内容に基づき書類を検査し、建物及び改修等の詳細、機械設備等の入手・支
払い、補助事業の成果等を実際に確認するため、必要に応じて事務局が事業実施場所を訪問しま
す。補助対象となる経費は、補助事業実施期間中に契約（発注）から支払いまでを完了している
経費のうち、使用実績があり、補助事業にのみ使用したものが補助対象となります。（事前着手
届出が受理された補助事業者については、令和 4 年１２月２日以降に契約（発注）した経費）
「交付決定通知書」で認められた経費であっても補助事業以外に支出したものや、建物、機械装
置等で補助事業以外の用途と共用した物件は補助対象になりません。 

 
（21）事業承継の届出（交付規程第 26 条） 

補助事業者は、事業実施の必要上、やむを得ず事業の実施を他の企業等に承継する場合には、
承継する事業者が「補助事業完了後の事業計画の承継届出書」＜様式第 14－2＞と併せ「誓約
書」＜様式第 14－2 別紙＞等を事務局に提出してください。 

 
（22）補助金の額の確定（交付規程第１８条） 

「実績報告書」の内容及び確定検査の結果、内容に問題がなければ補助金額を確定し、「補助
金確定通知書」＜様式第８＞を事務局より通知します。 

（注）補助金確定通知書は、事業者は J グランツのマイページからご確認ください。共同申請の
場合、補助金確定通知書は共同申請のリース会社と共同申請の申請事業者の連名となります。 

 
（23）精算払の請求（交付規程第１９条） 

「補助金確定通知書」を受領後、「補助金精算払請求書」＜様式第９－２＞により、精算払の
請求を行ってください。精算払の請求は、補助事業の確定検査を受け、かつ、補助金額の確定後
でなければ行うことができません。「補助金精算払請求書」＜様式第９－２＞受領後、事務局よ
り当該補助事業者宛に補助金額の振込を行います。請求書類に不備が無いことが確認できた場
合、８営業日程度で補助事業者名義の指定口座へ補助金を振り込む予定です。 
※  ご利用の金融機関の都合により多少前後する場合があります。 

代表となる補助事業者が複数の補助事業者の取り組みを束ねて一つの申請として応募（代表
申請）された場においては、各補助事業者宛に振込を行います。 

 
［提出期限:事象判明時、直ちに、提出方法:Ｊグランツ］ 
 

〇 補助事業関係手続きにおける書類等の整理・保管について 
補助事業に関係する書類について、原則として次の順序で整理・保管をしてください。 

【整理・保管すべき主な手続き書類 ※条件、手段等】 
 １ 補助事業の事業計画書（控） ※ J グランツ  
  ２ 補助金交付申請書（控）及び申請書類一式  ※ Ｊグランツ 

３ 補助金交付決定通知書    ※ Ｊグランツ  
 ４ 補助事業遂行状況報告書（控）及び報告書類一式※ 事務局から報告指示を受けた事業者のみ 

※ J グランツ 
 ５ 補助事業計画変更承認申請書（控） ※ 計画変更承認申請した場合のみ 

                   ※ J グランツ 
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 ６ 補助事業計画変更承認通知書 ※ 計画変更承認した場合のみ事務局から通知 
 ７ 担保権設定承認申請書（控） ※ 担保権設定承認申請した場合のみ 
 ８ 担保権設定承認通知書  ※ J グランツ 

９ 補助金概算払請求書（控）及び請求書類一式  ※ 該当事業者のみ  
※ J グランツ 

10 補助事業実績報告書（控）及び報告書類一式 ※ J グランツ 
11 補助金確定通知書 ※ J グランツ  
12 補助金精算払請求書（控）及び請求書類一式 ※ J グランツ 

その他、本事業に係る書類は、各事業者の責任のもと整理・保管をお願いします。 
 
 
 
〇 経理証拠書類の整理・保管について 

伝票類は、補助事業に係ったものだけを抽出し、機械装置・システム構築費等の種別（費目
別）・物件別に時系列に整理・保管してください。また、本事業の経理書類には、「事業再構築」
の表示と費目別支出明細書（「様式第６の別紙２及び別紙３」）に記載する管理 No.を付けてくだ
さい。 

経理証拠書類としては、見積依頼書又は「仕様書」の写しの他、見積書・相見積書、注文書・受
注書、契約書、納品書、検収書、請求書・銀行の振込金受領書又は支払証明書（Web 振込の場合
は、代金支払い済を示す取引記録等の画面コピー）等を整備、保管してください。 

また、「元帳記入例」＜参考様式 1５＞を参考の上、「元帳（出納帳・預り金）」＜参考様式１
９＞を整備してください。 
補助事業終了後の確定検査の際、経理証拠書類の原本が確認できない場合は補助対象とならない

場合があります。不備・滞りのないよう証拠書類を整備してください。 
また、経理証拠書類の整備、保管の期間は交付規程第１１条第２項に基づき５年間となります。
補助事業の完了日の属する年度の終了後５年間は適切に保管してください。 
 

〇 補助対象物件等の整理・保管について 
 伝票類の整理・保管以外にも、整えるべき書類や補助対象物件等がありますので、これらの書類等
については、経理証拠書類である伝票類と同様に「Ｒ２ 事業再構築」と記載し、補助事業の完了日
の属する年度の終了後５年間、適切に整備・保存をお願いいたします。 

また、書類以外の補助対象物件にはその旨の表示（ラベルやシール等）を貼付して上記同様に管
理してください。交付規程第２３条第１項及び第２項に基づき、責任を持って整備・保管してくだ
さい。 

さらに、補助事業実施期間内はもちろん、財産処分制限期間においては、事務局の承認なく、①
補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、②担保に供する処分、廃棄等をすることは
できませんのでご注意ください。 

 
① 建物費で計上した物件等の整備・保管にあたって 
 
 
 
 表示例     
  
 

本事業により建設した建物等は、取得財産等管理台帳を含め、備品台帳等を作って整備してくだ 
さい。また、建物等は、建築後（改修後、撤去後等）の写真を撮影し、保管してください。 

 
② 機械装置・システム構築費で計上した物件等の整備・保管にあたって 

ア 建物の建築後、改修後等の写真を撮影する。 
イ 補助対象物件に「事業再構築」の表示を行う。 

事業再構築  機‐（番号） 

※事業再構築補助金事業以外での使用禁止 
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表示例    
 
 

本事業により取得した機械装置等は、取得財産等管理台帳を含め、備品台帳等を作って整備して
ください。また、機械装置等は、納品後（据付け後）の写真を撮影してください。他の機械装置等
に組み込まれる場合は、その状況がわかるように写真を撮影してください。 
  
 

フェーズ４～補助事業完了後の事業計画期間～ 
（24）取得財産等の管理（交付規程第２３条） 

補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を
含む。）により取得し、又は効用が増加した財産（取得財産等）については、補助事業の完了後
においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運
用を図ることが必要です。補助事業者は、補助事業実施期間内に取得財産等がある場合は、処分
制限財産（補助事業によって取得し又は効用が増加した財産ごとに５０万円（税抜き）以上の建
物、機械器具、備品及びその他財産）を除き、補助事業の完了日の属する年度終了後、5 年間管
理しなければなりません。 

※ 当該期間中に、取得財産に担保権等を設定する事象が判明した際は、補助事業実施期間中と 
同様に、担保権等を設定する前に、担保権設定承認申請書を提出の上、事務局の承認を得る
必要があります。 

［提出期限:事象判明時、直ちに 提出方法:Ｊグランツ］ 
 

（25）取得財産の処分（交付規程第２４条） 
補助事業終了後、取得財産等のうち、処分制限期間において、補助事業によって取得し又は効

用が増加した財産ごとに５０万円（税抜き）以上の建物、機械器具、備品及びその他財産（処分
制限財産）を処分（補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、
廃棄等）しようとする場合は、処分をする前に「財産処分承認申請書」＜様式第 12－１＞を 
事務局に提出し、「財産処分承認通知書」＜様式第 12－２＞による事務局の承認を得てからで
なければなりません。事前の承認を得ずに処分した場合は補助金交付決定が取り消される場合が
あります。 

 
［提出期限:事象判明時、直ちに、提出方法:事業化状況報告システム］ 
 

（注１）処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５
号）を準用します。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とします。 

（注２）財産処分申請に係るマニュアルは本事業のポータルサイト「補助金交付候補者の採択後の
流れ・資料」より「事業化状況報告システム（財産処分承認申請）操作マニュアル」をご確
認ください。 

（注３）共同申請のリース会社による処分には、以下を含みます。 
 ・リース契約の途中終了 
 ・中小企業等がリース機器を補助事業以外で使用するに至った場合 

 
なお、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、「財産処分に伴う納付

について」＜様式 12－5＞により、その見積額（譲渡等による処分時に、３者以上の業者から処

事業再構築  機‐（番号） 

※事業再構築補助金事業以外での使用禁止 

ア 購入物件ごとの納品後の写真を撮影する。 
イ 購入物件ごとに製造番号（シリアルナンバー）が設定されている場合は、文字が判別できる

ように撮影する。 
ウ 補助対象物件及び付属品に「事業再構築」の表示を行う（シール、マジック等、表示例は枠
外に記載）。 
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分価格の見積書を取得した場合は、見積価格の最も高い額）又は残存簿価相当額を基に所定の計
算式により算出した補助金の全部又は一部に相当する金額を事務局が指定する口座に納付してい
ただきます。 

災害等により取得財産を使用できなくなった場合等は、コールセンターまでご連絡ください。 
 

（26）補助事業者情報等（社名等）の変更（決算月等の変更も含む） 
補助事業者情報（代表者、社名、本社所在地）、決算月、認定経営革新等支援機関及び金融機

関等の変更がある場合、変更内容によっては、「社名等変更届出書」＜参考様式３＞を事務局へ
提出する必要があります。 

※ G ビズ ID 情報の変更 
  上記の変更とともに G ビズ ID 情報も変更となる場合は、G ビズ ID のマイページの情報を

変更した後、必ず、本事業の電子申請システムへのログインが必要となります。その上で、
「G ビズ ID 引継ぎ依頼書」＜参考様式２＞と、G ビズ ID のマイページの情報変更前と変
更後かつ電子申請システムの G ビズ ID 情報の変更前と変更後のスクリーンショットの提出が
必要です。 
なお、G ビズ ID のマイページの情報変更前と変更後のスクリーンショットは、メールアドレ
ス（アカウント ID）が確認できるものをご提出ください。 

  
［提出期限:事象判明時、直ちに、提出方法:事業化状況報告システム］ 

 
（27）取得財産設置場所の変更 

「（24）補助事業者情報等（社名等）の変更」と同じ手続きとなります。 
変更内容によっては、「取得財産等管理台帳」＜様式第７＞等を事務局へ再提出する必要があり 
ます。 

［提出期限:事象判明時、直ちに、提出方法:事業化状況報告システム］ 
 
（28）事業化状況及び知的財産権取得状況の報告（交付規程第 25 条） 

補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降５年間（合計６回）、補助事
業の成果の事業化状況、知的財産権等の状況報告等について、「事業化状況・知的財産権報告
書」＜様式第 13＞及び「事業化状況等の実態把握調査票」＜様式第 13 別紙＞を提出してくださ
い。 

事業化状況及び知的財産権取得状況の報告時には、各年度の確定した損益計算書、貸借対照
表、労働者名簿、賃金台帳、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細表（内訳）等の提出が
必要となります。詳細は、事業化状況報告システム操作マニュアルで確認してください。 

 
［提出期限:事象判明時、直ちに、提出方法:事業化状況報告システム］ 

 
（29）補助事業完了後の事業計画期間における中止（廃止）の届出（交付規程第 26 条） 

補助事業完了後の事業計画期間において、事業を中止（廃止）しようとする場合には、「補助
事業完了後の事業計画の中止（廃止）届出書」＜様式第 14－1＞を提出してください。廃止の届
出の受付完了後、処分制限期間内の取得財産については、財産処分の承認手続を行う必要がござ
いますので、速やかに財産処分承認申請書を提出してください。中止の届出を提出していただい
た場合でも事業化状況報告の提出は必要となります。 
 

［提出期限:事象判明時、直ちに、提出方法:事業化状況報告システム］ 
 

（30）補助事業完了後の事業計画期間における事業承継の届出（交付規程第 26 条） 
補助事業完了後の事業計画期間において、事業実施の必要上、やむを得ず事業の実施を他の企

業等に承継する場合には、承継する事業者が「補助事業完了後の事業計画の承継届出書」＜様式
第 14－2＞と併せ「誓約書」＜様式第 14－2 別紙＞等を事務局に提出してください。 
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[提出期限:事象判明時、直ちに、提出方法:事業化状況報告システム］  
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Ⅱ．補助事業終了後の義務                              
１ 財産処分の承認申請（交付規程第２４条） 

補助事業によって取得又は効用が増加した単価５０万円（税抜き）以上の機械設備等の財産は、
補助事業終了後も処分制限期間内は保管する義務があります。それらを処分（補助金の交付の目
的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等）しようとする場合は、事前に
「財産処分承認申請書」＜様式第 12－1＞を事務局に提出し、「財産処分承認通知書」＜様式第
12－2＞を受けてからでないと、処分をすることはできません。必ず事前に申請・承認の手続きを
行い、承認を得た後に、処分してください。 

なお、当該承認に係る財産を処分した場合は、「財産処分報告書」＜様式第 12－３＞を提出
し、事務局より通知される「財産処分に伴う納付について」＜様式第 12－5＞により、その見積
額（譲渡等による処分時に、３者以上の業者から処分価格の見積書を取得した場合は、見積価格
の最も高い額）又は残存簿価相当額を基にした計算式により算出した補助金の全部又は一部に相
当する金額を事務局が指定する口座に納付していただきます。 
① 交付規程第２４条第１項の補助事業により取得し、又は効用が増加した財産の処分制限期間

については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年３月３１日大蔵省令
第１５号）のとおりとします。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とします。 

② 交付規程第２４条第６項における財産処分による納付金の算出の方法は、次の算式によりま
す。 

D ＝ A × C／B 
 

③ 計算結果は、１円未満を切り捨てます。（国税通則法基本通達「第 119 条関係」の考え方を
援用)  

 上記計算式で使用する記号の意味は以下のとおりです。 

Ａ:有償譲渡又は有償貸付に係る補助金返還額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、譲渡
額又は貸付額（ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑
定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することができない
ときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額を適用する）とする。目的外使用、無償譲渡、無償貸付
等の補助金返還額は、残存簿価相当額（ただし、鑑定評価を行う場合には、残存簿価相当額と鑑
定評価額のいずれか高い額を適用する）とする。  

Ｂ:当該処分財産に係った補助対象経費…交付規程様式第６の別紙２の経費支出明細＜経費明細表＞
のうち「実績額（Ｂ）」欄から求める。 

Ｃ:Ｂに対する当該補助金の確定額。 
Ｄ:補助金の納付金額。 

 
※ 残存簿価相当額算定にあたっては以下の計算によります。なお、この算定にあたって、圧縮

記帳は考慮しません。 
 

     残存簿価相当額 ＝ 取得価額（税抜き)－ 減価償却費（累計金額）  
 

なお、減価償却費の計算方法は建物の場合は定額法、機械装置等の場合は定率法を原則とし
て、以下のとおりとします。 

 
     減価償却費（累計金額）＝ ア × イ × カ ÷１２か月。 
  

１円未満の取り扱いは補助事業者の会計方針に準じます。倒産などで連絡不通等「方針不
明」の場合は切り上げとします（+1 円)。 

    計算に用いる指標は以下の ア・イ・ウ・エ・オ・カを適用して計算してください。 
    ア:取得原価（税抜き)  イ:耐用年数に基づいた償却率   ウ:取得年月日 
    エ:処分等の年月日  オ:耐用年数（参考情報として確認)   カ:月  数    
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「カ」の月数計算は、法人税法施行令第５９条第 2 項あるいは同施行令第６１条第 3 項の規 
定を準用し、「ウ」と「エ」の間の「足掛け月数」を数えて、月未満は切上げとします。前
記法令の各条項は事業年度が前提となっていることから、「ウ」と「エ」の間に事業年度
（決算期末）を跨ぐ場合においては、それぞれの事業年度ごとに 1 か月未満の日数を「1 か
月」として処理をします。 
例として「ウ」が６月１５日、決算期末が 9 月３０日、「エ」が１２月３日の場合、 
「カ」は「７か月」とします。（６/１５～１１/１５までの５か月＋１か月＝計６か月、とは
しない。） 
事業年度ごとに、各事業年度末の残存簿価が『期末帳簿価額』となり、すなわち、翌事業 
年度の『期首帳簿価額』となります。 
ただし、端数処理における切上げ・切捨て・四捨五入の取り扱いは補助事業者が償却資産明
細・固定資産台帳等で明確に切上げ・切捨て・四捨五入の方針を示している場合は、当該方
針に準拠して計算します。 
法人が採用する機械装置等の減価償却の方法は「定率法」が一般的であることから、補助事
業者が独自に採用する会計基準（圧縮記帳等)に関わらず、原則として「イ」に定率法の償
却率を用いて減価償却費を計算してください。また建物及び建物付属設備の減価償却方法は
「定額法」が一般的であることから、原則として「イ」に定額法の償却率（耐用年数省令別
表第八）を用いて計算してください。 
経過年数が進行すると減価償却額が「保証率にもとづく償却保証額」未満となる場合があり
ますので、この場合は「改定償却率」を用いて計算します。計算方法の詳細は『平成 23 年
12 月税制改正（法人の減価償却制度の改正）』によります。 
ただし、個人事業主の場合は「定額法」採用が一般的であることから定額法の償却率を用い     
て計算してください。個人事業主が「定率法で計算する」旨を申告してきた場合は、これを
妨げるものではありません。また、法人税法施行令第 48 条の２に基づき、機械装置・器具備
品について定額法で計算している法人が「定額法で計算する。」旨を申告してきた場合も、こ
れを妨げるものではありません。 

④ 補助事業で取得する財産（建物・機械装置等）を担保に供する場合は、補助事業遂行のため
必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に納付することを条件に認められます。た
だし、担保権設定については、「担保権設定承認申請書」＜様式第 11＞を事前に、事務局に
提出し、担保権設定の承認を得なければなりません。（事後承認はできません。）なお、補
助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。 
※ 財産処分の制限期間中は、５ページ「３ 建物費について」の（４）に記載されたとお

りの対応が必要となります。 
  ⑤ 補助事業終了後に補助対象者（中小企業等の定義から外れ、中堅・大企業等に成⾧するとき 

を除く）に該当しなくなった場合は、処分制限財産について財産処分となり、残存簿価相当
額を基に所定の計算式により算出した金額を納付していただく必要があります。 

⑥ 災害等により取得財産を使用できなくなった場合等、お困りの際は、まずはコールセンター 
まで連絡ください。 

 
［提出期限:事象判明時、提出方法:事業化状況報告システム］ 

 

２ 事業化状況・知的財産権報告書の提出（交付規程第２５条） 
（補助事業の完了日の属する年度終了後５年間） 

（１）補助事業の完了日の属する年度の終了を初回として、以降５年間（合計６回）、補助事業の成果 
の事業化状況等について、「事業化状況・知的財産権報告書」＜様式第 13＞及び「事業化状況等
の実態把握調査票」＜様式第 13 別紙＞を提出する義務があります。 

事業化に関する報告内容は、報告対象期間内に確定した直近の決算数値を用いてください。報告
開始可能日は、原則、各補助事業者の決算年度の翌日からとなります。 

事業化状況等の報告が速やかに行われない場合には、交付を取り消し、補助金の返還等を求め
ます。 
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（２）決算年度の変更がある場合は、補助事業者情報等（社名等）の変更の手続きが必要となりま

す。 
事業化状況報告は変更手続きの完了後に行ってください。 
事業化状況及び知的財産権取得状況の報告時には、各年度の確定した損益計算書、貸借対照

表、労働者名簿、賃金台帳、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細表（内訳）等の提出が
必要となります。 

事業化状況報告の確認作業完了後の補助事業者都合による修正は認められません。 
※ 報告開始時（入力可能時）に、補助事業者の G ビズ ID 及び担当者宛にメールで通知します。

メールアドレスや担当者の変更がある場合は、必ず J グランツから社名等変更届の変更手続
きを行ってください。G ビズ ID の情報も変更となった場合は、本事業の電子申請システム
への連携が必要となります。詳細は 27 ページ「※ G ビズ ID の情報変更」を参照してくだ
さい。 

 
［報告時期:各年度報告対象期間、報告方法:事業化状況報告システム］ 

  
３ 収益納付（交付規程第２７条） 

事業化状況報告書の内容により、収益があると認められる場合、収益の一部を納付することにな
ります。納付額は、補助金確定額を上限とします。 

交付規程第２７条に基づく収益納付による納付金の算出は、以下の方法によるものとします。事
業化状況等報告の該当年度における決算時の会社全体の経常利益が赤字の場合は該当年度分の収益
納付は免除されます。なお、事業化状況報告における経常利益には、営業外収益を含めません。そ
のため、決算書の数値と異なる場合があります。 

 
＜収益納付の算定方法＞                            （単位:円） 

補助事業
に要した

経費 

補助金 
確定額 

補助事業
の事業化
に係る 
本年度 
売上額 

補助事業
の事業化
に係る 
本年度 
収益額 

控除額 本年度ま
での補助
事業の事
業化に係
る累計支

出額 

基準 
納付額 

前年度ま
での補助
事業の事
業化に係
る事務局
が指定す
る口座へ
の累計納

付額 

本年度 
納付額 

備 考 

 (A)  (B) (C) (D) (E) (F) (G)  
          

※ 様式第１３ 事業化状況・知的財産権報告書より抜粋 
 
① 「補助事業の事業化に係る本年度収益額:（Ｂ）」とは、補助事業の実施成果の事業化、知的

財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による本年度
の総収入額から、総収入を得るに要した額を差し引いた額の合計額をいいます。 

なお、（Ｂ）が０又はマイナスの場合には、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）の項目については記載せ
ず、（Ｇ）は０と記載してください。 

② 「控除額:（Ｃ）」とは、補助事業に要した経費のうち、補助事業者が自己負担によって支出
した額（補助事業に要した経費 － 補助金確定額）をいいます。 

なお、補助事業終了後、翌々年度以降の控除額の算出については、自己負担によって支出した
額から補助事業年度終了より前年度までの補助事業に係る収益の累計額を差し引いた額（自己負
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担額 － 前年度までの累計収益額）をいいます。ただし、控除額は自己負担によって支出した
額の範囲内とし、前年度までの補助事業に係る収益の累計額が自己負担によって支出した額と同
額以上となった場合には、本年度の控除額は０とします。 

③ 「本年度までの補助事業の事業化に係る累計支出額:（Ｄ）」とは、補助事業に要した経費及
び補助事業年度終了以降に追加的に要した補助事業に係る経費の合計額をいいます。 

④ 「基準納付額:（Ｅ）」とは「補助事業の事業化に係る本年度収益額:（Ｂ）」から「控除
額:（Ｃ）」を差し引いた額に、「補助金確定額:（Ａ）」を乗じ、「本年度までの補助事業の
事業化に係る累計支出額:（Ｄ）」で除した額をいいます（Ｅ＝（Ｂ－Ｃ）Ａ／Ｄ）。 

⑤ 「前年度までの補助事業の事業化に係る事務局への累計納付額:（Ｆ）」とは、前年度までの
収益に伴う納付金及び本年度までの財産処分に伴う納付金の合計額をいいます。 

⑥ 「本年度納付額:（Ｇ）」とは、「基準納付額:（Ｅ）」と「累計納付額:（Ｆ）」の合計額
が「補助金確定額:（Ａ）」を超えない場合には、基準納付額が本年度納付額となります。ま
た、「基準納付額:（Ｅ）」と「累計納付額:（Ｆ）」の合計額が「補助金確定額:（Ａ）」を
超える場合には、「補助金確定額:（Ａ）」から「累計納付額:（Ｆ）」を差し引いた残額が本
年度納付額となります（Ａ＞Ｅ＋ＦならばＧ＝Ｅ 、Ａ≦Ｅ＋ＦならばＧ＝Ａ－Ｆ）。 

 
４ 補助金返還（交付規程第２７条） 

サプライチェーン強靱化枠では、海外で製造する部品等の国内回帰を進めることで、国内サプラ 
イチェーン強靱化及び地域産業の活性化を図ることを目的としているため、生産のための機械装 
置の導入を必須とし、補助対象経費に機械装置費を含まない案件は支援対象となりません（建物 
費だけの案件は採択又は交付決定できません。）。 
また、補助対象経費は原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事

業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を返納いただく必要がございます 
のでご注意ください。 
 

５ 会計検査院による実地検査について 
補助事業者は補助金の使途、経理内容等について、国の検査機関である会計検査院の実地検査を

受ける場合があります。受検の時期、必要書類等については、別途、事務局から連絡します。 
 
   【実地検査の対象】 
    ・ 成果及び処分制限財産の活用状況 
    ・ 補助金の使途内容（経理の処理方法を含みます） 
    ・ 事業化時期・計画の内容・規模、収益見通し等 
 
６ 不正、不当な行為に対する処分 

実地検査等において、不正、不当な行為が確認された補助事業者は、補助金交付決定の取り消し
や加算金を賦した上、補助金の返還していただくことがあります。なお、不正があった場合は、罰
則が適用されるとともに、当該企業を公表・告発することがありますので、補助事業の目的に沿
い、適切に執行してください。 

 
  （参考） 
   【適正化法第１７条（抜粋）】 
    ・ 補助金の他の用途への流用 
    ・ 補助金交付決定の内容又は補助金交付条件に対する違反 
    ・ 法令又は事務局の処分に対する違反 
    ・ 定められた必要な事項の報告をせず又は虚偽の報告をしたもの 

   【適正化法第２９条（抜粋）】 
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    ・ 偽り、その他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しく
は融通を受けた者は、５年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。 

 
 
経費区分ごとの経費内容について                           
◆補助対象経費の解説 

補助対象経費の内容は、以下のとおりです。この中には、必ずしも交付申請時に必要な書類とは
限らず、実績報告時に必要となる内容も記載されています。 

本事業は、他の事業や取引と区分して管理を行ってください。補助対象経費は本事業の経費とし
て明確に区分して経理され、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみが対象となりま
す。事業類型により使用できる経費が異なりますので、注意してください。 

 
１ 対象経費の区分 
（１）建物費 

 専ら補助事業のために使用される工場その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建
設・改修に要する経費 

 
 
（注１）建物の単なる購入や賃貸は補助対象外です。 
（注２）減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）における 

「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。 
構築物等に該当するものは補助対象外です。 

（注３）取引ごとに原則として以下の順に書類をそろえてください。 
① 見積取得のための仕様書及び見積依頼書（見積依頼時の図面等） 
② 見積書（他の固定資産と費目が混在しないように留意してください。）、相見積書 

（2 者未満の場合は「業者選定理由書」＜参考様式７＞及び価格の妥当性を示す書類） 
③ 工事請負契約書・重要事項説明書（新築の場合）・登記事項証明書 
④ 納品書・完了報告書 
⑤ 検収書 
⑥ 請求書 
⑦ 銀行振込受領書（及び領収書（存在する場合）） 
⑧ 完成後の図面 
⑨ 完成後の工事費内訳書 
⑩ 上記に加え、抵当権設定契約書、設計図書、建築確認申請書、検査済書、工事写真、

作業工程表、社内決裁資料、入出金伝票等・総勘定元帳、通帳の写し・固定資産台帳
（建物取得費が固定資産計上されていることがわかるもの）等を準備してください。 

 （注４）入札・相見積書が必要です。 
 

（２）機械装置・システム構築費 
以下に記載する経費をいいます。 

ア 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具（測定工具・検査工具等）の購
入、製作、借用に要する経費 

イ 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に
要する経費 

ウ ア又はイと一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費 

（注１）生産のための機械装置の導入を必須とします。 
（注２）減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）における「機械 
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及び装置」「器具及び備品」「工具」「ソフトウェア」に係る経費が補助対象です。 
（ただし、汎用性があり、目的外使用になり得るものは除きます。） 

「構築物」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外です。 
（注 3）機械装置又は自社により機械装置やシステムを制作・構築する場合の部品の購入に要する経

費は「機械装置・システム構築費」となります。 
（注４）専用ソフトウェアの構築を外注する場合はその経費が「機械装置・システム構築費」に計

上されているか確認してください。なお、ソフトウェア開発等に係る自社の人件費は補助
対象外です。 

（注５）補助事業実施期間中のリース・レンタルに係る借用のための経費は対象になりません。 
    ただし、リースについては中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が

減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械
装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能
です。詳細は、公募要領「7.補助対象経費（３）リース会社との共同申請について」を参
照してください。 

（注６）「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置等の
機能を高め又は耐久性を増すために行うものです。 

（注 7）「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置等の設置と
一体で捉えられる軽微なものに限ります。 

（注８）「運搬に要する経費」とは、購入する機械装置の運搬料を指します。 
（注 9）３者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から型式及び年式が記載された相見積

書を取得している場合には、中古設備も対象になりますが、事業再構築指針の国内回帰に
該当するための要件の１つである「導入設備の先進性要件」を満たす必要があります。 

（注 10）補助対象となる機械装置等は、値引き後の単価１０万円（税抜）以上のものとします。 
（注 11）販売を目的としたソフトウェア開発は対象外です。 
 

 

 

本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的とし

ており、基本的に、事業拡大につながる事業資産（有形・無形）への相応規模の投資をしていただく

必要があります。このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるよ

うな場合は、本事業の支援対象にはなりません。  
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事業実施において必要となる参考様式 
 

※最新の参考様式集は、本事業のポータルサイトに掲載の参考様式集をご確認ください。
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経費明細表 
 

（１）応募申請者の概要 

 

（２）事業実施場所 

  ＊複数の事業実施場所がある場合は、以下に記載ください。 

 

法人番号／個人事

業主管理番号 

             株式会社、企業組合等、法人税法別表第二に該

当する法人等の種別について、該当するものを

記入してください。 

（必須）【      （プルダウン選択）】 

資本金・出資金（円単位）            従業員数：                 人 

補助事業の主たる事業実施場所  

☐  本社所在地と同一  ☐ 本社所在地と異なる ☐  国内   ☐  海外 

郵便番号：          

所在地： 

事業所名： 

 

電話番号： FAX番号： 

その他の事業実施場所 

（主たる事業実施場所の他に事業実施場所がある場合は、別ページにてすべて記載してくださ

い） 

☐  国内   ☐  海外 

郵便番号：          

所在地： 

事業所名： 

 

電話番号： FAX番号： 

担当者の役職及び氏名：［役職］              ［氏名］ 

担当者のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

担当者電話番号： 携帯電話： 

（No.１）補助事業の他の事業実施場所 

☐  国内   ☐  海外 

郵便番号：          

所在地： 

事業所名： 

 

電話番号： FAX番号： 

（No.２）補助事業の他の事業実施場所 

☐  国内   ☐  海外 

郵便番号：          

所在地： 

事業所名： 

 

電話番号： FAX番号： 

参考 
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（３）経費明細一覧表                   （単位：円、小数点以下切り捨て） 

※１ 購入する機械装置の運搬費については、機械装置・システム構築費に含めることとします。 

 

 

□免税・簡易課税事業者である。 

□建物の新築に要する経費計上がある。 

□建物の新築に要する経費計上がない。 

 

 

（４）資金調達内訳 

＜補助事業全体に要する経費調達一覧＞ 

区  分 事業に要する経費(円) 資金の調達先 
自 己 資 金   

補 助 金 
交付申請額 

（Ｃ）  

借 入 金   

そ の 他   

合 計 額 （Ａ）           
 

＜補助金を受けるまでの資金＞ 

区  分 事業に要する経費(円) 資金の調達先 

自 己 資 金   

借 入 金   

そ の 他   

合 計 額 （Ｃ）           
 

 

  

経費区分 

（Ａ）事業に要する

経費 

（税込みの額） 

（Ｂ）補助対象経費 

（税抜きの額） 

（Ｃ）補助金交付申請額 

（（Ｂ）補助対象経費×補助

率以内（税抜きの額）） 

（Ｅ）積算基礎 

（（A）事業に要する経費 

の内訳（機械装置名、 

単価×数量等）） 
（Ｄ）補助率  ／  

建物費 

 
 

 

 
  

機械装置・システム構築費 

（リース料を含む） 
    

合 計 （Ａ）  （Ｂ）  （Ｃ）   
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誓約書 
 

 

交付申請に当たり、中小企業等再構築促進補助金の交付規程、公募要領、補助事業の手引き及び 

事業再構築補助金ホームページに記載された事項について精読し、理解した上で申請します。 

あわせて、以下の事項を遵守することを誓約します。 

 

１ 採択以降の申請書類に於いて、補助事業実施場所（主たる・その他）の変更がある場合に    

  ついては必ず変更理由書を提出し、事業計画等に影響を及ぼさないことを記します。 

２ 変更箇所があるにもかかわらず交付申請をおこなった場合は、自己に責が及ぶことを理解 

  しています。 

3    申請された費目別明細の内容で税務処理いたします。 

 

■補助事業の主たる事業実施場所、及び名称が変更に至った理由、及び事業計画が軽微な変更と

した根拠 

（１）何故、変更に至ったのか 

 

 

 

 
 

（２）事業計画が軽微な変更とした根拠 

 

 

 

 
 

■補助事業のその他事業実施場所、及び名称が変更に至った理由、及び事業計画が軽微な変更と

した根拠 

（１）何故、変更に至ったのか 

 

 

 

 
 

（２）事業計画が軽微な変更とした根拠 

 

 

 

 

参考 
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リース会社共同申請 

リース会社と共同申請する ☐ 

 

法人番号  

商号又は名称  

代表者役職  

代表者氏名  

郵便番号  

所在地    

交付申請時 応募申請時 

費目別明細書（機械装置・システム構築費）へリンク リース会社共同申請 ６．経費明細表（機械装置・システム構築費） 

（Ａ）事業に要する経費 

（税込みの額） 

  (A)補助事業に要する経費  

（Ｂ）補助対象経費 

（税抜きの額） 

  (B)補助対象経費  

（Ｃ）補助金交付申請額 

（Ｂ）×補助率以内 

  (C)補助金交付申請額  

（Ｅ） 積算基礎 
（（Ａ）の内訳（機械装置

名、単価×数量等）） 

  (E)積算基礎  

 

リース会社共同申請_変更理由 
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費目別明細書（建物費） 

 

経費区分 建物費 

 

（注１）明細は機械装置費など「経費区分」別に記入のこと。 

（注２）管理Ｎｏ．ごとに、証拠書類を整備してください。 

（注３）単価の項目には、税込み又は税抜きの別を記入してください。 

 

管理

No. 
内容および仕様等詳細 数量 単位 

10 文字以内 
単価 

補助事業に要する経費 

（小数点以下３桁） 

補助対象経費 

（小数点以下３桁） 

 税 （税込み） （税抜き） 

合           計（端数切捨） 

 
  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        
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費目別明細書（機械装置・システム構築費） 

 

経費区分 機械装置・システム構築費 

 

（注１）明細は機械装置費など「経費区分」別に記入のこと。 

（注２）管理Ｎｏ．ごとに、証拠書類を整備してください。 

（注３）単価の項目には、税込み又は税抜きの別を記入してください。 

リース共同申請 

事業に要する経費（税込み） 

リース共同申請補助対象経費 

（税抜き） 

  

 

リース 
管理

No. 
内容および仕様等詳細 数量 単位 

10 文字以内 
単価 

補助事業に要する経費 

（小数点以下３桁） 

補助対象経費 

（小数点以下３桁） 

 税 （税込み） （税抜き） 

合           計（端数切捨）   

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11        

 12        

 13        

 14        

 15        

 16        

 17        

 18        
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＜参考様式１＞ 
 

 

２０  年  月  日   
独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿  

  

 

補助事業者 住所  

                              氏名 法人にあっては名称  

                                 及び代表者の氏名 

 

 

中小企業等事業再構築促進補助金に係る補助金交付候補者の採択辞退届出書 

  

  

〇〇〇〇年〇月〇日に補助金交付候補者の採択決定を受けた補助事業につきまして、下記の理由

により補助金交付候補者の採択決定を辞退します。 

 

記  

  

 

 

辞退の理由  

 

 

 
以上 

  

受付番号： 
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＜参考様式２＞ 

２０  年  月  日 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿 

 

 

補助事業者 住所  

                              氏名 法人にあっては名称  

                                 及び代表者の氏名 

       

 

ＧビズＩＤ引継ぎ依頼書 

 

  
下記の内容により、Ｇビズ IＤの引継ぎの承認を依頼します。 

 

 

記 

 

（依頼区分）※該当するものに☑を入れてください。  

 □ 基本情報（商号又は名称／代表者名 等）の更新に伴う依頼  

 □ ＧビズＩＤの新規取得に伴う依頼（個人事業主から法人に承継した場合等）  

 □ その他  

 

１ 引継ぎ元の情報  

 

受付番号 ：R２________  

事業形態 ：□法人  □個人事業主  

ＧビズＩＤ ：  

法人番号 ：  

※個人事業主の場合、法人番号は空欄で結構です  

商号又は名称 ：  

代表者氏名 ：  

本社所在地 ：  

※都道府県名より記載してください  

 

２ 引継ぎ先の情報  

 

事業形態 ：□法人    □個人事業主  

ＧビズＩＤ ：  

法人番号 ：  

商号又は名称 ：  

代表者氏名 ：  

本社所在地 ：  

※都道府県名より記載してください 

 

３ 提出書類  

・変更前及び変更後の G ビズ ID の G ビズ ID 側マイページの画面キャプチャ  

・変更前及び変更後の電子申請システムの G ビズ ID 情報の画面キャプチャ  

受付番号： 
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＜参考様式３＞ 

２０  年  月  日 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿 

 
 

 補助事業者 住所  

                              氏名 法人にあっては名称  

                                 及び代表者の氏名 

       

 
中小企業等事業再構築補助金に係る社名等変更届出書 

 
 
 
この度、下記のとおり変更したので届け出ます。 

 

 

記 

 

 

 １ 変更事項     社名及び所在地の変更 

 

 ２ 変更前      社 名 ○△工業有限会社 

所在地 ○○県○○市○○－○○ 

 

 ３ 変更後      社 名 □△工業株式会社 

所在地 △△県△△市△△－△△ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
（注１）事前に変更内容について事務局と協議し、変更後は直ちに提出してください。 

（注２）履歴事項証明書等の写しを添付していただく場合もあります。 

（注３）事業完了後の補助事業の実施場所、機械装置等の保管場所等、変更内容によって文面を変更してください。 

  

受付番号： 
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＜参考様式４＞ 

補助対象物件受払簿 

 

 

品名：              

 

年 月 日 
単

位 
入庫量 出庫量 在庫量 使用者 責任者 備考 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

受付番号： 
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＜参考様式６＞ 

 

２０  年  月  日 

 

株式会社○○○○ 

代表者 ○○ ○○ 殿 

 

                  補助事業者 住所（郵便番号、本社所在地） 

 

                        氏名（法人にあっては名称、 

及び代表者の氏名）       

 

 

見積書提出のお願い 

（見積依頼書） 

 

 

中小企業等事業再構築促進補助金に係る発注について、下記の仕様に基づき見積書を提出して

ください。 

 

記 

 

１．件 名 

 ※ 中小企業等事業再構築促進補助金に係る業務や物件の発注件名を付して依頼してください。 

 

２．仕 様・要 件 

※ 規格・機能・性能・設計の詳細・内容や構造・条件などできるだけ詳細に記載してください。 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

３．提出書類及び部数など、発注内容に応じて詳細に記載すること。 

見積書  １部 （貴社の概要書を添付） 

 

４．提出締切日 

２０  年  月  日 

 

５．提出先 

 

以 上 
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＜参考様式７＞ 

 

２０  年  月  日 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿 

 

 

                  申請者住所（郵便番号、本社所在地） 

 

                  氏 名（名称、代表者の役職及び氏名）       

 

 

中小企業等事業再構築促進補助金に係る業者選定理由書 

 

 

中小企業等事業再構築促進補助金の事業実施に当たり、やむを得ない理由等により下記のとお

り業者を選定いたしましたので、業者選定理由書を提出します。 

 

記 

 

１ 業務内容 

（１）費 目 

   （例）機械装置費など 

 

（２）内 容 

   （例）プラスチックの精密成型、めっき加工など 

 

２ 選定業者名 

 （例）Ｈ商会株式会社 

 

３ 選定理由 

 （例）当社では、○○新商品開発のため、○○の加工が必要となる。 

    当該企業（Ｈ商会株式会社）の○○の分野に非常に優れており、○○装置の加工技術に

おいて特許権を有しており、当該企業の独占技術である。 

    そのため、当該企業（Ｈ商会株式会社）以外の事業者から調達する方法がないため決定

した。 

 

 

 

以上 

 

 

  

受付番号： 
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＜参考様式８＞ 

 

２０  年  月  日 

 

株式会社○○○○ 

○○ ○○ 様 

 

                 申請者住所（郵便番号、本社所在地） 

 

                 氏   名（名称、代表者の役職及び氏名）      

 

 

注 文 書 

 

 

いつもお世話になっております。 

２０  年  月  日付お見積りに基づいて下記のとおり注文いたしますので、よろしく 

お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

金 額             円（税込み） 

 

品 名 数 量 単 価 合 計 

    

    

    

    

    

    

    

  小 計  

  消費税等  

  合 計  

 

納  期 ２０○○年   月   日 

納品場所  

 

                              担 当  ○○課 ○○○○ 

                               ＴＥＬ 

                               ＦＡＸ 

 

 

※ 機械装置を購入する場合は、購入先からの受注書（納期の明記のあるもの）を求めてください。
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＜参考様式９＞ 

○○○○事業委託契約書 

 

収 入 

印 紙 

 

株式会社○○○○代表取締役○○○○（以下｢甲｣という。）は、△△△株式会社代表取締役△

△△△（以下｢乙｣という。）と○○○○事業について、次の各条項により委託契約を締結する。 

 

（委託業務実施計画書の提出） 

第１条 乙は、別紙（１）の委託業務実施計画書に基づき、２０  年 月 日から２０  年 

月 日までの間に事業を遂行し、甲に報告するものとする。 

 

（契約金額） 

第２条 契約金額は、     円とし、経費内訳については別紙（２）のとおりとする。 

 

（委託業務実施計画書の変更等による契約変更） 

第３条 乙は、第１条に係る委託業務実施計画書に記載された内容の主要部分の変更をするとき

は、あらかじめ甲に様式（１）により委託業務実施計画変更申請書を提出し、その承認を受け

なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

 

（委託業務の実施） 

第４条 乙は、第１条により承認を受けた委託業務実施計画書及び甲の指示に従って、当該委託

業務を実施しなければならない。 

 

（委託業務完了の報告） 

第５条 乙は、委託業務が完了したときは、完了の翌日から５日又は契約期間の末日（変更した

場合を含む。）のいずれか早い日までに、様式（２）により委託業務完了通知書及び納入物件

を甲に提出しなければならない。 

 

（経費使用明細書の提出） 

第６条 乙は、前条の委託業務の完了の翌日から５日以内に甲の指示する証拠書類の写を添付し

て、委託業務経費使用明細書（以下「経費使用明細書」という。）を甲に提出しなければなら

ない。 

２ 経費使用明細書は、委託業務実施計画書に記載された経費の内訳に基づいて作成するものと

する。 

 

（検 査） 

第７条 甲は、納入物件及び経費使用明細書を受理したときは、納入物件等の内容について速や

かに検査を行い、納入物件の引き渡しを受けるものとする。 

２ 甲は、前項の検査を行うため、その他必要があるときは、乙の事業所等に立入検査を行うこ

とができる。 

 

（機密保持） 

第８条 乙は、この契約の実施によって知り得た事項について、第三者に漏らしてはならない。 
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（権利、義務の譲渡） 

第９条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。 

２ 乙は、引き渡す前の物件に質権その他の担保物件を設定してはならない。 

 

（著作権） 

第１０条 乙が、この委託業務により取得した著作権は、甲が承継するものとする。 

 

（契約の変更） 

第１１条 甲は、必要がある場合は、この契約内容を変更することができる。 

２ 前項の場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議し、これを定めるも

のとする。 

 

（契約金額の確定） 

第１２条 甲は、第７条の検査の結果、委託業務の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、経費明細表に基づいて委託費の額を確定し、乙に通知するものとする。 

２ 前項の確定額は、委託業務に要する経費に係る適正な支出額と契約金額とのいずれか低い額

とする。 

 

（委託費の請求及び支払い） 

第１３条 乙は、委託費を請求するときは、甲が前条の規定により委託費の額を確定し、乙に対

して通知した後、甲の指示する証拠書類等の写を添付した支払請求書をもって請求しなければ

ならない。 

２ 甲は、前条の規定により支払請求書を受理した日から起算して３０日以内（以下「約定期

間」という。）に乙に確定した委託費を支払うものとする。 

３ 甲は、乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見した

ときは、その事由を明示して、その請求書を乙に返付することができるものとする。この場

合、当該請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約

定期間に算入しないものとする。 

 

（概算払） 

第１４条 乙は、前条規定にかかわらず、必要がある場合には、その所要額を計算し、甲に対し

概算払請求をすることができる。 

２ 甲は、前項による乙からの請求が適当であると認めたときは、速やかに支払いを行うものと

する。 

 

（帳簿の記載等） 

第１５条 乙は、委託業務に要した経費について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明ら

かにしておかなければならない。 

２ 乙は、前項の規定に伴って、その支出内容を証する書類を整理して保管しなければならな

い。 

 

（再委託） 

第１６条 乙は、この契約の全部を第三者に委託してはならない。 

２ 乙は、この契約締結後において、その一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ

甲の承認を得なければならない。 

３ 乙が、この契約の一部を第三者に委託した場合においても、それによる第三者の行為につい

ては、乙は甲に対し責任を負うものとする。 
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（支払遅延利息） 

第１７条 甲が、第１３条第２項に定める約定期間内に委託費の支払いをしないときは、天災そ

の他やむを得ない事由による場合を除き、支払いする日までの日数に応じ、その支払い金額に

対して年利２．７％の割合で計算した額を遅延利息として支払わなければならない。 

 

 

（違約金） 

第１８条 乙は、天災その他やむを得ない事由によらず、契約期間内に委託業務を履行しないと

きは、契約期間満了の日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額に対して年利２．

７％の割合で計算した額を違約金として甲に支払わなければならない。 

 

（不完全履行） 

第１９条 甲は、第７条により検査した納入物件及び経費使用明細書の内容が事実と著しく異な

ることを発見したときは、乙に対し乙の負担で修正させることができる。 

２ 前項の請求権の有効期限は、納入物提出後１年とする。 

 

（反社会勢力の排除） 

第２０条 甲及び乙は、自ら（主要な出資者、役員、及びそれに準ずる者を含む。）が暴力団、

暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為を

なす者(以下「反社会的勢力」という。) ではないこと、過去５年間もそうでなかったこと及

び反社会的勢力と資金提供、便宜供与その他いかなる関係も有しないことを表明し、かつ将来

にわたっても反社会的勢力とのいかなる関係も有しないことを誓約する。 

２ 注文者及び受注者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた

不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、

偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、及び

その他これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。 

３ 注文者又は受注者は、相手方について第１項の表明に反することが判明した場合又は前２項

の誓約に反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この

解除によって生じた損害については、解除当事者は責任を負わないものとする。 

４ 前項に基づき本契約を解除した場合、第 18条の定めにかかわらず、解除当事者は、既に発

生している金銭債務を除き、本契約解除後は本契約上の一切の義務を免れるものとし、被解除

当事者は、本契約解除後もなお、第 18条に定める義務を負うものとする。 

 

（甲の解除権） 

第２１条 甲は、次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）乙の責に帰すべき事由により、契約期間内又は期間後、相当の期間経過後、なお業務を完

了する見込みがないことが明らかに認められるとき。 

（２）前項に掲げる場合のほか、この契約条項に違反したとき。 

（３）乙が、この契約に関して不正又は虚偽の申し立てをしたとき。 

２ 甲は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、甲乙協議して定めるものと

する。 

 

（乙の解除権） 

第２２条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、この契約の実施が不可能に

なったときは、契約を解除することができる。 

 

（その他） 

第２３条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるもの

とする。 
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 上記契約の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。 

 

 ２０  年  月  日 

 

 

 

               甲  住所 

                  事業者名 

                  代表者役職及び氏名            ㊞ 

 

 

               乙  住所 

                  事業者名 

                  代表者役職及び氏名            ㊞ 
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＜参考様式９の別紙（１）＞ 

 

委託業務実施計画書 

 

 

１ 業務の概要 

 

 

 

２ 業務遂行スケジュール 

 

 

 

３ 納入物件 
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＜参考様式９の別紙（２）＞ 

経費内訳書 

 

（単位：円） 

経費の区分 積算内訳 金 額 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計    
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＜参考様式９の様式（１）＞ 

 

２０  年  月  日 

 

株式会社○○○○ 

代表取締役○○ ○○ 殿 

 

 

                     住 所 

 

                     氏 名 △△△株式会社 

                     代表者役職氏名 代表取締役 △△ △△  ㊞ 

 

 

○○○○事業変更計画承認申請書 

 

 

標題の委託業務について実施計画を変更したいので、契約書第３条の規定により下記のとおり申請

します。 

 

記 

 

１ 受託年月日及び金額 

 

２ 業務の進捗状況 

 

３ 計画変更の内容（理由） 

 

４ 計画変更が業務に及ぼす影響 

 

５ 計画変更後の経費の配分（新旧対比のこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）中止又は廃止の場合は、中止又は廃止後の措置を含めて、この様式に準じて申請してください。 
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＜参考様式９の様式（２）＞ 

 

２０  年  月  日 

 

株式会社○○○○ 

代表取締役○○ ○○ 殿 

 

 

                     住 所 

 

                     氏 名 △△△株式会社 

                     代表者役職氏名 代表取締役 △△ △△  ㊞ 

 

 

○○○○事業完了通知書 

 

 

標題の委託業務について契約書第５条の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 受託年月日及び金額 

  ２０  年  月  日 

  金         円 

 

 

２ 実施した委託業務の概要 

 

 

 

３ 委託業務に要した経費 

  別紙、委託業務経費使用明細書のとおり 

 

 

４ 納入物件（成果物） 

  ○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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＜参考様式１６＞ 

 

備品管理台帳 
        事業者名：    

        最終更新日：  

          担当者：  

            

No 備品名 型番 購入日 個数 購入金額 管理場所 備考 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

        

        

受付番号： 
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＜参考様式１７＞ 画像データ用台紙 

 

 

＊本事業のポータルサイトより、ダウンロードしてください。 

 

                 建物費 
 
建築後（改修後）の画像データを添付してください。（複数ページとなっても構いません。） 

            

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

管理 No     物件名      

  

             

受付番号    事業者名     
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＜参考様式２１＞ 

２０  年  月  日 

 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿 

 

                    申請者住所（郵便番号、本社所在地） 

                    氏 名（名称、代表者の役職及び氏名）       

 

 

取得財産に係る誓約書 

 

 

中小企業等事業再構築促進補助金に係る、補助事業において補助対象経費により取得し、又は効用

の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助事業実施期間及び処分制限期間中

は、本事業のみで使用し、他の事業用途で一切使用しないことを誓約いたします。 

 

なお、取得財産等のうち、処分を制限する財産を、その期間内において、処分しようとするとき

は、中小企業等事業再構築促進補助金交付規程第２４条の規定に基づき、定められた手続きをいたし

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付番号： 
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＜参考様式２２＞ 

 

２０  年  月  日 

 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿 

 

                                            申請者    住所  

                                                      氏名   法人にあっては名称 

                                                              及び代表者の氏名    

 

 

誓約書 

 

 

中小企業等事業再構築促進補助金の事業実施に当たり、以下の事項を厳守することを誓約いたしま

す。 

 

 

記 

 

 

１ 補助対象経費として計上する蓄電池電源設備は、再生エネルギーの発電を行うための発電設備及

び当該設備と一体不可分の附属設備に該当いたしません。  

 

 

２ 蓄電した電力、蓄電池電源設備ともに本事業でのみで使用いたします。 

 

  

以上 

 

 

  

受付番号： 
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＜参考様式２５＞ 

 

 

 

 

２０  年 月 日 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿 

 

 

申請者（リース会社）本社所在地                

 

代表者役職                

代表者氏名              印 

法人番号                 

 

 

共同申請事業者としての確認書 

 

 

中小企業等事業再構築補助金の第６回公募において、●●●●（中小企業等名）と共同申請を行

い、補助金交付候補者として採択されました。 

補助金交付候補者として採択された後は、中小企業等事業再構築促進補助金交付規程及び補助事業

の手引き等に定められた、手続きを遵守することを確認いたしました。 

 

 

 

１ 担当者 

 

２ 商号又は名称 

 

３ 所在地 

 

４ 担当者名 

 

５ 担当者連絡先 

 

 

受付番号： 


